
 

 

政策会議付議事案書（令和６年７月９日） 

提案課名 建築指導課 

報告者名 小谷 幹夫 

事案名 秦野市建築基準条例の一部を改正することについて 資料 有 

目
的

・
必
要
性 

２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、二酸化炭素の貯蔵に寄与

する建築物における木材利用を促進することを目的とした、建築基準法及び建

築基準法施行令の一部改正に伴い、次の事項について、秦野市建築基準条例の

一部を改正するものです。 

 

１ 耐火建築物の「主要構造部」を「特定主要構造部」に改めること及び準耐

火構造に「特定主要構造部を耐火構造としたもの」を追加すること 

防火規制の対象とする主要構造部から、耐火構造の壁等で区画した部分が

除外され、建築物全体に耐火性能を求めている規定において、「主要構造部」

が「特定主要構造部」に改められたことから、条例においても、建築物全体

に耐火性能を求めている規定について、「主要構造部」を「特定主要構造部」

に改めるものです。また、このことに関連して、準耐火構造に「特定主要構

造部を耐火構造としたもの」を追加するものです。 

２ 火熱遮断壁等で区画された２以上の建築物の部分について、防火規制の適

用上、それぞれ別の建築物とみなすこと 

建築基準法施行令第１０９条の８に規定する延焼を遮断できる高い耐火

性能の壁等（火熱遮断壁等）で区画された２以上の建築物の部分について、

防火規制の適用上、それぞれ別の建築物とみなすこととされたことから、条

例においても、区画ごとに防火規制を適用させるため、改めるものです。 

経
過

・
検
討
結
果 

１ 令和４年 ６月１７日 改正建築基準法の公布 

２ 令和５年 ９月１３日 改正建築基準法施行令の公布（２年以内施行分） 

３ 令和６年 ３月２６日 関連告示の公布（２年以内施行分） 

４   〃 年 ３月２９日 関連告示の公布（２年以内施行分） 

５   〃 年 ４月 １日 改正建築基準法及び改正建築基準法施行令の施

行（２年以内施行分） 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、建築基準条例の一部を

次のとおり改正すること。 

１ 耐火建築物の「主要構造部」を「特定主要構造部」に改めること及び準耐

火構造に「特定主要構造部を耐火構造としたもの」を追加すること。 

２ 火熱遮断壁等で区画された２以上の建築物の部分について、防火規制の適

用上、それぞれ別の建築物とみなすこと。 

 議 題 
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今
後
の
取
扱
い 

令和６年９月 令和６年９月市議会第３回定例月会議に条例改正議案を提出 

施 行 日 公布の日から施行する。 
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 耐火建築物の「主要構造部」を「特定主要構造部」に改めること及び準

耐火構造に「特定主要構造部を耐火構造としたもの」を追加することに

ついて（条例第１７条等） 

 

令和６年７月９日  

建築指導課  

１ 法改正の概要 

二酸化炭素の貯蔵に寄与する建築物における木材利用を促進するため、防

火規制の対象とする主要構造部から、耐火構造の壁等で区画した部分が除外

され、建築物全体に耐火性能を求めている規定において、「主要構造部」が

「特定主要構造部」に改められたことから、この区画内での部分的な木造化

が可能になりました。 
 (1) 主要構造部（建築基準法第２条第５号） 

   壁、柱、床、はり、屋根又は階段（建築物の構造上重要ではない間仕切

壁、ひさし及び局部的な階段等を除く。） 

 (2) 特定主要構造部（建築基準法第２条第９号の２） 

   主要構造部のうち、防火上及び避難上支障のない部分を除いたもの。 

 (3) 耐火建築物（建築基準法第２条第９号の２イ(1)） 

改正前              改正後 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

２ 条例改正の概要 

法において、建築物全体に耐火性能を求めている規定について、「主要構

造部」が「特定主要構造部」に改められたことから、条例においても、建築

物全体に耐火性能を求めている規定について、「主要構造部」を「特定主要

構造部」に改めるものです。また、このことに関連して、準耐火構造に「特

定主要構造部を耐火構造としたもの」を追加するものです。 
  

資料１ 

・主要構造部（壁、柱、はり等）の

全てを耐火構造とする必要がある

ため、木造部分を石膏ボード等の

不燃材料で被覆する必要がある。 

特定区画（強化防火区画） 

・特定主要構造部を耐火構造とする必要が

あるが、防火上有効に区画した場合は、

その区画内にある主要構造部（壁、柱、

はり等）は、特定主要構造部から除かれ

るため、部分的な木造化が可能となり、

木材利用が促進される。 

木造化

可能 

壁 

柱 

はり

 
はり

 

壁 

柱 
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 火熱遮断壁等で区画された２以上の建築物の部分について、防火規制の

適用上、それぞれ別の建築物とみなすことについて（条例第２５条等） 

 

令和６年７月９日  

建築指導課  

１ 法改正の概要 

二酸化炭素の貯蔵に寄与する建築物における木材利用を促進するため、建

築基準法施行令第１０９条の８に規定する延焼を遮断できる高い耐火性能の

壁等（以下「火熱遮断壁等」という。）で区画された２以上の建築物の部分

について、防火規制の適用上、それぞれ別の建築物とみなすこととされたこ

とから、区画部分の用途及び規模によっては、部分的な木造化が可能となり

ました。 
 

改正前             改正後 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

２ 条例改正の概要 

法において、防火規制は、建築物全体に適用されていましたが、建築物を

火熱遮断壁等により区画した場合は、区画ごとに防火規制が適用されること

になったことから、条例においても、同様の扱いとするため、改めるもので

す。 
 
 

資料２ 

・防火規制は、建築物全体に適用さ

れるため、用途及び規模によって

は、建築物全体を耐火構造（ＲＣ

造）等にする必要がある。 

火熱遮断壁等 

・火熱遮断壁等で区画した場合は、区画ご

とに防火規制が適用されるため、用途及

び規模によっては、区画単位で木造化が

可能となり、木材利用が促進される 

全体を耐火構造（ＲＣ造）等 

特殊建築物 
（共同住宅、

店舗等） 
特殊建築物 

以外 
（事務所等） 

耐火構造 
（ＲＣ造）等 

木造（構造不問） 
特殊建築物 

（共同住宅、
店舗等） 特殊建築物 

以外 
（事務所等） 
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議案第  号  

 

   秦野市建築基準条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市建築基準条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和６年 月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正により、次のとおり改正すると

ともに、字句の整理を行うものであります。 

 (1) 耐火建築物の主要構造部を特定主要構造部に改めること及び準耐火構造

に特定主要構造部を耐火構造としたものを追加すること。 

(2) 火熱遮断壁等で区画された２以上の建築物の部分について、防火規制の

適用上、それぞれ別の建築物とみなすこと。 

 

資料３ 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市建築基準条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市建築基準条例（平成１２年秦野市条例第２６号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条本文中「次条において」を「同条において」に改める。 

第１７条各号列記以外の部分中「準耐火構造」の次に「（特定主要構造部が

耐火構造である場合を含む。）」を加える。 

第１９条第２項中「主要構造部を」を「特定主要構造部を」に改める。 

第２５条に次の１項を加える。 

５ 建築物が政令第１０９条の８に規定する火熱遮断壁等（以下「火熱遮断壁

等」という。）で区画されている場合であって、その火熱遮断壁等により分

離された部分における第１項及び第２項の規定の適用については、それぞれ

別の建築物とみなす。 

 第２６条に次の１項を加える。 

２ 建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合であって、その火熱遮断壁等

により分離された部分における前項の規定の適用については、それぞれ別の

建築物とみなす。 

第２８条第１項中「準耐火構造」の次に「（特定主要構造部が耐火構造であ

る場合を含む。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

４ 建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合であって、その火熱遮断壁等

により分離された部分における第１項の規定の適用については、それぞれ別

の建築物とみなす。 

第３７条第２項、第３８条第１項、第４０条第４項及び第４１条第２項中 

「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

第４６条に次の１項を加える。 

５ 建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合であって、その火熱遮断壁等

により分離された部分における前項の規定の適用については、それぞれ別の

建築物とみなす。 

第４９条第２項中「灰捨て場」を「灰捨場」に改める。 

第５１条中「準耐火構造」の次に「（特定主要構造部が耐火構造である場合

を含む。）」を加える。 

資料４ 
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第５８条第２項中「前項の規定」を「同項の規定」に改める。 

第７２条中「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第  号 秦野市建築基準条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

 （災害危険区域内の建築物）  （災害危険区域内の建築物） 

第４条 前条の規定により指定する災害危険区域内において、居

室を有する建築物を建築するときは、次条に規定するもののほ

か、その建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート造

又はこれに類する構造にし、かつ、その居室は、崖（勾配が 

３０度を超える傾斜地をいう。同条において同じ。）に直接面

してはならない。ただし、崖崩れによる被害を受けるおそれが

ないときは、この限りでない。 

第４条 前条の規定により指定する災害危険区域内において、

居室を有する建築物を建築するときは、次条に規定するものの

ほか、その建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート

造又はこれに類する構造にし、かつ、その居室は、崖（勾配が 

３０度を超える傾斜地をいう。次条において同じ。）に直接面

してはならない。ただし、崖崩れによる被害を受けるおそれが

ないときは、この限りでない。 

（共同住宅等の設置の禁止）  （共同住宅等の設置の禁止） 

第１７条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用される建築物

で、その用途に使用される部分の床面積の合計が１００平方メ 

ートルを超えるものは、次の各号のいずれかに掲げる建築物で、

これらの用途に使用される部分の主要構造部が政令第１１２条 

第１項に規定する１時間準耐火基準（以下「１時間準耐火基

準」という。）に適合する準耐火構造（特定主要構造部が耐火

構造である場合を含む。）でないものの上階に設けてはならな

い。 

第１７条 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用される建築物

で、その用途に使用される部分の床面積の合計が１００平方メ 

ートルを超えるものは、次の各号のいずれかに掲げる建築物で、

これらの用途に使用される部分の主要構造部が政令第１１２条 

第１項に規定する１時間準耐火基準（以下「１時間準耐火基準」

という。）に適合する準耐火構造でないものの上階に設けては

ならない。 

(1)－(3) （略） (1)－(3) （略） 

  

資料５ 
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（共同住宅等の階段）  （共同住宅等の階段） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用される建築物のうち、

主要構造部が不燃材料で造られている建築物（特定主要構造部

を耐火構造にした建築物、準耐火建築物又は法第２７条第１項

に規定する特殊建築物を除く。）で、その２階における居室の

床面積の合計が１００平方メートルを超える場合においては、

その階から避難階若しくは地上に通じる２以上の直通階段又は

これに代わる施設を設けなければならない。 

２ 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に使用される建築物のうち、

主要構造部が不燃材料で造られている建築物（主要構造部を耐

火構造にした建築物、準耐火建築物又は法第２７条第１項に規

定する特殊建築物を除く。）で、その２階における居室の床面

積の合計が１００平方メートルを超える場合においては、その

階から避難階若しくは地上に通じる２以上の直通階段又はこれ

に代わる施設を設けなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

 （長屋の構造等）  （長屋の構造等） 

第２５条 （略） 第２５条 （略） 

２－４ （略） ２－４ （略） 

５ 建築物が政令第１０９条の８に規定する火熱遮断壁等（以下

「火熱遮断壁等」という。）で区画されている場合であって、

その火熱遮断壁等により分離された部分における第１項及び第

２項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

 

 （ホテル及び旅館の構造）  （ホテル及び旅館の構造） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２ 建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合であって、その

火熱遮断壁等により分離された部分における前項の規定の適用

については、それぞれ別の建築物とみなす。 
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 （棚状寝所を有するホテル及び旅館の構造）  （棚状寝所を有するホテル及び旅館の構造） 

第２８条 ホテル又は旅館の用途に使用される建築物で、棚状寝

所を有する宿泊室の床面積の合計が１５０平方メートルを超え

るものは、１時間準耐火基準に適合する準耐火構造（特定主要 

構造部が耐火構造である場合を含む。）にしなければならない。

第２８条 ホテル又は旅館の用途に使用される建築物で、棚状寝

所を有する宿泊室の床面積の合計が１５０平方メートルを超え

るものは、１時間準耐火基準に適合する準耐火構造にしなけれ

ばならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合であって、その

火熱遮断壁等により分離された部分における第１項の規定の適

用については、それぞれ別の建築物とみなす。 

 

 （興行場等の前面空地及び側面空地）  （興行場等の前面空地及び側面空地） 

第３７条 （略） 第３７条 （略） 

２ 興行場等の用途に使用される建築物の特定主要構造部又は屋

根を除く特定主要構造部が耐火構造のときは、前項の前面空地

に相当する部分に次に定める構造の歩廊を設け、又はその部分

を第１号及び第３号に定める構造の寄付き（これに類するもの

を含む。）とすることができる。 

２ 興行場等の用途に使用される建築物の主要構造部又は屋根を

除く主要構造部が耐火構造のときは、前項の前面空地に相当す

る部分に次に定める構造の歩廊を設け、又はその部分を第１号 

及び第３号に定める構造の寄付き（これに類するものを含む。）

とすることができる。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 特定主要構造部は、耐火構造にし、又は不燃材料で造るこ

と。 

 (2) 主要構造部は、耐火構造にし、又は不燃材料で造ること。 

 (3) （略）  (3) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 
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 （興行場等の屋外への出口）  （興行場等の屋外への出口） 

第３８条 興行場等の客用の屋外への出口の幅は１．２メートル

以上とし、その幅の合計は、その出口を使用して避難する客席

の床面積の合計１０平方メートルにつき、特定主要構造部又は

屋根を除く特定主要構造部が耐火構造の建築物にあっては１７

センチメートル以上とし、その他のものにあっては２０センチ

メートル以上としなければならない。 

第３８条 興行場等の客用の屋外への出口の幅は１．２メートル

以上とし、その幅の合計は、その出口を使用して避難する客席

の床面積の合計１０平方メートルにつき、主要構造部又は屋根

を除く主要構造部が耐火構造の建築物にあっては１７センチメ

ートル以上とし、その他のものにあっては２０センチメートル

以上としなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

 （興行場等の敷地内通路）  （興行場等の敷地内通路） 

第４０条 （略） 第４０条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 特定主要構造部又は屋根を除く特定主要構造部が耐火構造の

興行場等にあっては、第１項の敷地内通路に相当する部分に第

３７条第２項各号に定める構造の歩廊を設けることができる。 

４ 主要構造部又は屋根を除く主要構造部が耐火構造の興行場等

にあっては、第１項の敷地内通路に相当する部分に第３７条第

２項各号に定める構造の歩廊を設けることができる。 

 （興行場等の廊下及び広間の類い）  （興行場等の廊下及び広間の類い） 

第４１条 （略） 第４１条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、その階における客席の床面積の合

計が１５０平方メートル（特定主要構造部又は屋根を除く特定 

主要構造部が耐火構造のものにあっては、３００平方メートル）

以内のときは、同項に規定する客席の両側に設ける廊下又は広

間の類いは、片側とすることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、その階における客席の床面積の合

計が１５０平方メートル（主要構造部又は屋根を除く主要構造

部が耐火構造のものにあっては、３００平方メートル）以内の

ときは、同項に規定する客席の両側に設ける廊下又は広間の類

いは、片側とすることができる。 

３・４ （略） ３・４ （略） 
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 （主階が避難階以外の階にある興行場等）  （主階が避難階以外の階にある興行場等） 

第４６条 （略） 第４６条 （略） 

２－４ （略） ２－４ （略） 

５ 建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合であって、その

火熱遮断壁等により分離された部分における前項の規定の適用

については、それぞれ別の建築物とみなす。 

 

 （火たき場等の構造）   （火たき場等の構造） 

第４９条 （略） 第４９条 （略） 

２ 公衆浴場の燃料倉庫又は灰捨場は、周壁を不燃材料で造らな

ければならない。 

２ 公衆浴場の燃料倉庫又は灰捨て場は、周壁を不燃材料で造ら

なければならない。 

 （１階に設ける自動車車庫及び自動車修理工場の構造）  （１階に設ける自動車車庫及び自動車修理工場の構造） 

第５１条 １階に設ける自動車車庫又は自動車修理工場の用途に

使用される建築物で、その用途に使用される部分の床面積の合 

計が１００平方メートル以上１５０平方メートル未満のものは、

主要構造部を準耐火構造（特定主要構造部が耐火構造である場

合を含む。）にし、又は主要構造部である柱及びはりを不燃材

料で、その他の主要構造部を準不燃材料で造らなければならな

い。 

第５１条 １階に設ける自動車車庫又は自動車修理工場の用途に

使用される建築物で、その用途に使用される部分の床面積の合 

計が１００平方メートル以上１５０平方メートル未満のものは、

主要構造部を準耐火構造にし、又は主要構造部である柱及びは

りを不燃材料で、その他の主要構造部を準不燃材料で造らなけ

ればならない。 

 （建築物に関する確認申請等手数料）  （建築物に関する確認申請等手数料） 

第５８条 （略） 第５８条 （略） 

２ 前項の申請又は通知に昇降機の設置の申請又は通知を併せて

行うときは、その昇降機１台について、同項の規定による手数

２ 前項の申請又は通知に昇降機の設置の申請又は通知を併せて

行うときは、その昇降機１台について、前項の規定による手数
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料に加え、別表第１第２項に定める手数料を納付しなければな

らない。 

料に加え、別表第１第２項に定める手数料を納付しなければな

らない。 

（耐火性能検証を行う建築物に対する基準の適用）  （耐火性能検証を行う建築物に対する基準の適用） 

第７２条 特定主要構造部が政令第１０８条の４第１項第１号又

は第２号に該当する建築物（次項に規定する建築物を除く。）

に対する第１７条、第１９条第２項、第２０条第２項、第２２

条、第２８条第１項、第３２条第２号、第３７条第２項、第 

３８条第１項、第４０条第４項、第４１条第２項、第４９条第

１項第１号、第５１条、第５２条第２項、第５４条第１号、第

５５条第２号及び第６７条第２項の規定の適用については、そ

の建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造は、耐火構

造とみなす。 

第７２条 主要構造部が政令第１０８条の４第１項第１号又は第

２号に該当する建築物（次項に規定する建築物を除く。）に対

する第１７条、第１９条第２項、第２０条第２項、第２２条、

第２８条第１項、第３２条第２号、第３７条第２項、第３８条

第１項、第４０条第４項、第４１条第２項、第４９条第１項第

１号、第５１条、第５２条第２項、第５４条第１号、第５５条

第２号及び第６７条第２項の規定の適用については、その建築 

物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。

２ 特定主要構造部が政令第１０８条の４第１項第１号に該当す

る建築物（その建築物の特定主要構造部である床又は壁（外壁

を除く。）の開口部に設けられた防火設備の性能について、防

火区画検証法により確かめられたものに限る。）及び特定主要

構造部が同項第２号に該当する建築物（その建築物の特定主要

構造部である床又は壁（外壁を除く。）の開口部に設けられた

防火設備の性能について、国土交通大臣の認定を受けたもので

あるものに限る。）に対する第３２条第２号、第４９条第１項

第２号、第５２条第２項及び第５４条第１号の規定の適用につ

いては、その建築物の部分で特定主要構造部であるものの構造

は耐火構造にし、これらの防火設備の構造は、特定防火設備と

２ 主要構造部が政令第１０８条の４第１項第１号に該当する建 

築物（その建築物の主要構造部である床又は壁（外壁を除く。）

の開口部に設けられた防火設備の性能について、防火区画検証

法により確かめられたものに限る。）及び主要構造部が同項第

２号に該当する建築物（その建築物の主要構造部である床又は

壁（外壁を除く。）の開口部に設けられた防火設備の性能につ

いて、国土交通大臣の認定を受けたものであるものに限る。）

に対する第３２条第２号、第４９条第１項第２号、第５２条第

２項及び第５４条第１号の規定の適用については、その建築物

の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造にし、これら 

の防火設備の構造は、特定防火設備とみなし、第３２条第２号、
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みなし、第３２条第２号、第４９条第１項第２号、第５２条第

２項及び第５４条第１号以外の前項に掲げる規定の適用につい

ては、これらの建築物の部分で特定主要構造部であるものの構

造は、耐火構造とみなす。 

第４９条第１項第２号、第５２条第２項及び第５４条第１号以

外の前項に掲げる規定の適用については、これらの建築物の部

分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。 

  

  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第  号資料  

 

 秦野市建築基準条例の一部を改正することについて 

 

１ 耐火建築物の「主要構造部」を「特定主要構造部」に改めること及び準耐

火構造に「特定主要構造部を耐火構造としたもの」を追加することについて

（条例第１７条等） 

(1) 法改正の概要 

二酸化炭素の貯蔵に寄与する建築物における木材利用を促進するため、

防火規制の対象とする主要構造部から、耐火構造の壁等で区画した部分が

除外され、建築物全体に耐火性能を求めている規定において、「主要構造

部」が「特定主要構造部」に改められたことから、この区画内での部分的

な木造化が可能になりました。 
ア 主要構造部（建築基準法第２条第５号） 

    壁、柱、床、はり、屋根又は階段（建築物の構造上重要ではない間仕

切壁、ひさし及び局部的な階段等を除く。） 

イ 特定主要構造部（建築基準法第２条第９号の２） 

    主要構造部のうち、防火上及び避難上支障のない部分を除いたもの。 

ウ 耐火建築物（建築基準法第２条第９号の２イ(1)） 

改正前              改正後 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

(2) 条例改正の概要 

法において、建築物全体に耐火性能を求めている規定について、「主要

構造部」が「特定主要構造部」に改められたことから、条例においても、

建築物全体に耐火性能を求めている規定について、「主要構造部」を「特

定主要構造部」に改めるものです。また、このことに関連して、準耐火構

造に「特定主要構造部を耐火構造としたもの」を追加するものです。 
  

・主要構造部（壁、柱、はり等）の

全てを耐火構造とする必要がある

ため、木造部分を石膏ボード等の

不燃材料で被覆する必要がある。 

特定区画（強化防火区画） 

・特定主要構造部を耐火構造とする必要が

あるが、防火上有効に区画した場合は、

その区画内にある主要構造部（壁、柱、

はり等）は、特定主要構造部から除かれ

るため、部分的な木造化が可能となり、

木材利用が促進される。 

木造化

可能 

壁 

柱 

はり

 

資料６ 

はり

 

壁 

柱 
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２ 火熱遮断壁等で区画された２以上の建築物の部分について、防火規制の適

用上、それぞれ別の建築物とみなすことについて（条例第２５条等） 

(1) 法改正の概要 

二酸化炭素の貯蔵に寄与する建築物における木材利用を促進するため、

建築基準法施行令第１０９条の８に規定する延焼を遮断できる高い耐火性

能の壁等（以下「火熱遮断壁等」という。）で区画された２以上の建築物

の部分について、防火規制の適用上、それぞれ別の建築物とみなすことと

されたことから、区画部分の用途及び規模によっては、部分的な木造化が

可能となりました。 
 

改正前             改正後 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (2) 条例改正の概要 

法において、防火規制は、建築物全体に適用されていましたが、建築物

を火熱遮断壁等により区画した場合は、区画ごとに防火規制が適用される

ことになったことから、条例においても、同様の扱いとするため、改める

ものです。 
 
３ 施行日 

  公布の日から施行する。 

・防火規制は、建築物全体に適用さ

れるため、用途及び規模によって

は、建築物全体を耐火構造（ＲＣ

造）等にする必要がある。 

火熱遮断壁等 

・火熱遮断壁等で区画した場合は、区画ご

とに防火規制が適用されるため、用途及

び規模によっては、区画単位で木造化が

可能となり、木材利用が促進される。 

全体を耐火構造（ＲＣ造）等 

特殊建築物 
（共同住宅、

店舗等） 特殊建築物 

以外 
（事務所等） 

耐火構造 
（ＲＣ造）等 

木造（構造不問） 
特殊建築物 

（共同住宅、
店舗等） 特殊建築物 

以外 
（事務所等） 
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建
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基
準
法
（
昭
和
二
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五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
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に

第
二
条
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の
法
律
に
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い
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各
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に
掲
げ
る
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語
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義
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、
そ
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ぞ
れ
当

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

七
の
二

準
耐
火
構
造

壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
の
構
造
の
う
ち

七
の
二

準
耐
火
構
造

壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
の
構
造
の
う
ち

、
準
耐
火
性
能
（
通
常
の
火
災
に
よ
る
延
焼
を
抑
制
す
る
た
め
に
当
該
建
築
物

、
準
耐
火
性
能
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の
火
災
に
よ
る
延
焼
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抑
制
す
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た
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当
該
建
築
物

の
部
分
に
必
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と
さ
れ
る
性
能
を
い
う
。
第
九
号
の
三
ロ
及
び
第
二
十
六
条
第

の
部
分
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
を
い
う
。
第
九
号
の
三
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適

に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣

合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国

が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も

土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。

の
を
い
う
。

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

九
の
二

耐
火
建
築
物

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
を
い
う
。

九
の
二

耐
火
建
築
物

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
を
い
う
。

イ

そ
の
主
要
構
造
部
の
う
ち
、
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し

イ

そ
の
主
要
構
造
部
が

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（１）

（２）

て
政
令
で
定
め
る
部
分
以
外
の
部
分
（
以
下
「
特
定
主
要
構
造
部
」
と
い
う

。
）
が
、

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

（１）

（２）

（
略
）

（
略
）

（１）

（１）

次
に
掲
げ
る
性
能
（
外
壁
以
外
の
特
定
主
要
構
造
部
に
あ
つ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
性
能
（
外
壁
以
外
の
主
要
構
造
部
に
あ
つ
て
は
、

に
掲

（２）

（ⅰ）

（２）

（ⅰ）

に
掲
げ
る
性
能
に
限
る
。
）
に
関
し
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令
で
定
め
る
技
術
的
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に
適

げ
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能
に
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る
。
）
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で
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め
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に
適
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す

合
す
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も
の
で
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る
こ
と
。

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅰ）

（ⅱ）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

九
の
三
～
十
六

（
略
）

九
の
三
～
十
六

（
略
）

十
七

設
計
者

そ
の
者
の
責
任
に
お
い
て
、
設
計
図
書
を
作
成
し
た
者
を
い
い

十
七

設
計
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そ
の
者
の
責
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設
計
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成
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、
建
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第
二
十
条
の
二
第
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項
又
は
第
二
十
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項
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規
定
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よ

、
建
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法
第
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二
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項
又
は
第
二
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
建
築
物
が
構
造
関
係
規
定
（
同
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
構
造

り
建
築
物
が
構
造
関
係
規
定
（
同
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
構
造

17
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な
ら
な
い
。

務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

６
～

（
略
）

６
～

（
略
）

23

23

第
六
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
新
築
す
る
場
合

第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
建
築
物
を
新
築
す
る
場
合
又
は
こ

24

24

又
は
こ
れ
ら
の
建
築
物
（
共
同
住
宅
以
外
の
住
宅
及
び
居
室
を
有
し
な
い
建
築
物

れ
ら
の
建
築
物
（
共
同
住
宅
以
外
の
住
宅
及
び
居
室
を
有
し
な
い
建
築
物
を
除
く

を
除
く
。
）
の
増
築
、
改
築
、
移
転
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様

。
）
の
増
築
、
改
築
、
移
転
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
の
工

替
の
工
事
で
避
難
施
設
等
に
関
す
る
工
事
を
含
む
も
の
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は

事
で
避
難
施
設
等
に
関
す
る
工
事
を
含
む
も
の
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十

、
第
十
八
項
の
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
新
築
に
係
る

八
項
の
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
当
該
新
築
に
係
る
建
築
物

建
築
物
又
は
当
該
避
難
施
設
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物

又
は
当
該
避
難
施
設
等
に
関
す
る
工
事
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
部
分

の
部
分
を
使
用
し
、
又
は
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い

を
使
用
し
、
又
は
使
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
る
前
に
お
い
て
も
、

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
検
査
済
証
の
交
付
を
受
け
る
前
に
お
い
て
も
、
仮
に
、

仮
に
、
当
該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
を
使
用
し
、
又
は
使
用
さ
せ
る
こ
と
が

当
該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
を
使
用
し
、
又
は
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

で
き
る
。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

25

25

（
構
造
耐
力
）

（
構
造
耐
力
）

第
二
十
条

建
築
物
は
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
及
び
水
圧

第
二
十
条

建
築
物
は
、
自
重
、
積
載
荷
重
、
積
雪
荷
重
、
風
圧
、
土
圧
及
び
水
圧

並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
構
造
の
も
の
と
し
て
、

並
び
に
地
震
そ
の
他
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
安
全
な
構
造
の
も
の
と
し
て
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合

次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
の
う
ち
、
木
造
の
建
築
物
（
地
階
を

二

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
の
う
ち
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に

除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
高
さ
が
十
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

掲
げ
る
建
築
物
（
高
さ
が
十
三
メ
ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超

に
限
る
。
）
又
は
木
造
以
外
の
建
築
物
（
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
で
あ
る

え
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
地
階
を
除
く
階

鉄
骨
造
の
建
築
物
、
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

数
が
四
以
上
で
あ
る
鉄
骨
造
の
建
築
物
、
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
鉄

又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
そ
の
他
こ
れ
ら
の
建
築
物
に
準
ず

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
そ
の
他
こ
れ

る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い

ら
の
建
築
物
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
建
築
物
に
限
る
。
）

次

ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

三

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
（
前
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。

三

高
さ
が
六
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
の
う
ち
、
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又

18
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）
の
う
ち
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
木
造
の

は
第
三
号
に
掲
げ
る
建
築
物
そ
の
他
そ
の
主
要
構
造
部
（
床
、
屋
根
及
び
階
段

建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
延
べ
面

を
除
く
。
）
を
石
造
、
れ
ん
が
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
、
無
筋
コ
ン

積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

次
に
掲
げ
る
基
準
の

ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
と
し
た
建
築
物
で
高
さ
が
十
三
メ

い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ー
ト
ル
又
は
軒
の
高
さ
が
九
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
建
築

物
を
除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
大
規
模
の
建
築
物
の
主
要
構
造
部
等
）

（
大
規
模
の
建
築
物
の
主
要
構
造
部
等
）

第
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
（
そ
の
主
要
構
造
部
（

第
二
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
（
そ
の
主
要
構
造
部
（

床
、
屋
根
及
び
階
段
を
除
く
。
）
の
政
令
で
定
め
る
部
分
の
全
部
又
は
一
部
に
木

床
、
屋
根
及
び
階
段
を
除
く
。
）
の
政
令
で
定
め
る
部
分
の
全
部
又
は
一
部
に
木

材
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の
他
の
可
燃
材
料
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の

材
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の
他
の
可
燃
材
料
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、
そ
の

特
定
主
要
構
造
部
を
通
常
火
災
終
了
時
間
（
建
築
物
の
構
造
、
建
築
設
備
及
び
用

主
要
構
造
部
を
通
常
火
災
終
了
時
間
（
建
築
物
の
構
造
、
建
築
設
備
及
び
用
途
に

途
に
応
じ
て
通
常
の
火
災
が
消
火
の
措
置
に
よ
り
終
了
す
る
ま
で
に
通
常
要
す
る

応
じ
て
通
常
の
火
災
が
消
火
の
措
置
に
よ
り
終
了
す
る
ま
で
に
通
常
要
す
る
時
間

時
間
を
い
う
。
）
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
当
該
火
災
に
よ
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び

を
い
う
。
）
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
当
該
火
災
に
よ
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び
延
焼

延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
特
定
主
要
構
造
部
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
に
関
し
て
政

を
防
止
す
る
た
め
に
主
要
構
造
部
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
に
関
し
て
政
令
で
定
め

令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造

る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用

方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば

い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
周
囲
に
延
焼
防
止
上
有
効
な
空
地
で
政
令
で
定
め
る

。
た
だ
し
、
そ
の
周
囲
に
延
焼
防
止
上
有
効
な
空
地
で
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基

技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
有
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

準
に
適
合
す
る
も
の
を
有
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（
そ
の
主
要
構
造
部
（
床

２

延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（
そ
の
主
要
構
造
部
（
床

、
屋
根
及
び
階
段
を
除
く
。
）
の
前
項
の
政
令
で
定
め
る
部
分
の
全
部
又
は
一
部

、
屋
根
及
び
階
段
を
除
く
。
）
の
前
項
の
政
令
で
定
め
る
部
分
の
全
部
又
は
一
部

に
木
材
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の
他
の
可
燃
材
料
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、

に
木
材
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の
他
の
可
燃
材
料
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
は
、

そ
の
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
又
は
防
火
戸
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
防
火
設
備
を
通
常
の
火
災
時
に
お
け
る
火
熱
が
当
該
建
築
物
の
周
囲
に
防
火
上

有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能

19
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に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が

定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

一

第
二
条
第
九
号
の
二
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
又
は
防
火
戸
そ
の
他
の
政
令
で
定
め

る
防
火
設
備
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
壁
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
通
常

の
火
災
に
よ
る
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
当
該
壁
等
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
に

関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が

定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

に
よ
つ
て
有
効
に
区
画
し
、
か
つ
、
各
区
画
の
床
面
積
の
合
計
を
そ
れ
ぞ
れ
三

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建
築
物
と

（
新
設
）

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
が
二
以
上
あ
る
建
築
物

の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別

の
建
築
物
と
み
な
す
。

（
外
壁
）

（
外
壁
）

第
二
十
三
条

前
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
（
そ
の
主
要
構
造

第
二
十
三
条

前
条
第
一
項
の
市
街
地
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
（
そ
の
主
要
構
造

部
の
第
二
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
部
分
が
木
材
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の

部
の
第
二
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
部
分
が
木
材
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の

他
の
可
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
（
第
二
十
五
条
及
び
第
六
十
一
条
第
一
項
に
お

他
の
可
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
（
第
二
十
五
条
及
び
第
六
十
一
条
に
お
い
て
「

い
て
「
木
造
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
外
壁
で
延
焼
の
お

木
造
建
築
物
等
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
外
壁
で
延
焼
の
お
そ
れ
の

そ
れ
の
あ
る
部
分
の
構
造
を
、
準
防
火
性
能
（
建
築
物
の
周
囲
に
お
い
て
発
生
す

あ
る
部
分
の
構
造
を
、
準
防
火
性
能
（
建
築
物
の
周
囲
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常

る
通
常
の
火
災
に
よ
る
延
焼
の
抑
制
に
一
定
の
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
に
外
壁
に

の
火
災
に
よ
る
延
焼
の
抑
制
に
一
定
の
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
に
外
壁
に
必
要
と

必
要
と
さ
れ
る
性
能
を
い
う
。
）
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合

さ
れ
る
性
能
を
い
う
。
）
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
土

す
る
土
塗
壁
そ
の
他
の
構
造
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る

塗
壁
そ
の
他
の
構
造
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又

も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
防
火
壁
等
）

（
防
火
壁
等
）

第
二
十
六
条

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
は
、
防
火
上
有
効

第
二
十
六
条

延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
は
、
防
火
上
有
効

な
構
造
の
防
火
壁
又
は
防
火
床
に
よ
つ
て
有
効
に
区
画
し
、
か
つ
、
各
区
画
に
お

な
構
造
の
防
火
壁
又
は
防
火
床
に
よ
つ
て
有
効
に
区
画
し
、
か
つ
、
各
区
画
の
床
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け
る
床
面
積
の
合
計
を
そ
れ
ぞ
れ
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

面
積
の
合
計
を
そ
れ
ぞ
れ
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の

だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

限
り
で
な
い
。

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

防
火
上
有
効
な
構
造
の
防
火
壁
又
は
防
火
床
に
よ
つ
て
他
の
部
分
と
有
効
に
区

（
新
設
）

画
さ
れ
て
い
る
部
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
部
分
」
と
い
う
。
）
を
有

す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
、
当
該
建
築
物
の
特
定
部
分
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
、
か
つ
、
当
該
特
定
部
分
の
外
壁
の
開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部

分
に
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
を
有
す
る
も
の
に
係
る
前
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
特
定
部
分
及
び
他
の
部
分
を
そ
れ

ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
し
、
か
つ
、
当
該
特
定
部
分
を
同
項
第
一
号
に
該
当
す

る
建
築
物
と
み
な
す
。

一

当
該
特
定
部
分
の
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
も
の
又
は
第
二
条

第
九
号
の
二
イ

に
規
定
す
る
性
能
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国

（２）

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

二

当
該
特
定
部
分
の
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同

等
の
準
耐
火
性
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
耐
火
建
築
物
等
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
建
築
物
）

（
耐
火
建
築
物
等
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
建
築
物
）

第
二
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
殊
建
築
物
は
、
そ
の
特
定
主

第
二
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
殊
建
築
物
は
、
そ
の
主
要
構

要
構
造
部
を
当
該
特
殊
建
築
物
に
存
す
る
者
の
全
て
が
当
該
特
殊
建
築
物
か
ら
地

造
部
を
当
該
特
殊
建
築
物
に
存
す
る
者
の
全
て
が
当
該
特
殊
建
築
物
か
ら
地
上
ま

上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
の
間
通
常
の
火
災
に
よ
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び

で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
の
間
通
常
の
火
災
に
よ
る
建
築
物
の
倒
壊
及
び
延
焼

延
焼
を
防
止
す
る
た
め
に
特
定
主
要
構
造
部
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
に
関
し
て
政

を
防
止
す
る
た
め
に
主
要
構
造
部
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
に
関
し
て
政
令
で
定
め

令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造

る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用

方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
、
か
つ
、

い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
外
壁

そ
の
外
壁
の
開
口
部
で
あ
つ
て
建
築
物
の
他
の
部
分
か
ら
当
該
開
口
部
へ
延
焼
す

の
開
口
部
で
あ
つ
て
建
築
物
の
他
の
部
分
か
ら
当
該
開
口
部
へ
延
焼
す
る
お
そ
れ

る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
、
防
火
戸
そ
の
他
の
政
令

が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
、
防
火
戸
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

で
定
め
る
防
火
設
備
（
そ
の
構
造
が
遮
炎
性
能
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的

防
火
設
備
（
そ
の
構
造
が
遮
炎
性
能
に
関
し
て
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の

合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土

21
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又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
に
規
定
す
る
基
準
の
適
用
上
一
の
建
築
物
で
あ
つ
て
も
別
の
建
築
物
と

（
新
設
）

み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
が
二
以
上
あ
る
建
築
物

の
当
該
建
築
物
の
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別

の
建
築
物
と
み
な
す
。

（
市
町
村
の
条
例
に
よ
る
制
限
の
緩
和
）

（
市
町
村
の
条
例
に
よ
る
制
限
の
緩
和
）

第
四
十
一
条

第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
区
域
外
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は
、
土
地

第
四
十
一
条

第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
区
域
外
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は
、
土
地

の
状
況
に
よ
り
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得

の
状
況
に
よ
り
必
要
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
得

て
、
条
例
で
、
区
域
を
限
り
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二

て
、
条
例
で
、
区
域
を
限
り
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
八
条
、
第
二

十
九
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
適
用
せ
ず
、
又
は
こ

十
九
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
適
用
せ
ず
、
又
は
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一

れ
ら
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
木
造
以
外
の

項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

建
築
物
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
容
積
率
）

（
容
積
率
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

13

13

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安

14

14

全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
容
積
率
は

全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
容
積
率
は

、
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お

、
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向

三

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向

上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第

上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二

二
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
い
う
。
次
条
第
五
項
第
四
号
に
お

号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
い
う
。
次
条
第
五
項
第
四
号
に
お
い

い
て
同
じ
。
）
の
向
上
の
た
め
必
要
な
外
壁
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の
屋
外
に

て
同
じ
。
）
の
向
上
の
た
め
必
要
な
外
壁
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の
屋
外
に
面
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一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に

一

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常
の

通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ

火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ
れ
同
表

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
に
お
い
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形

に
掲
げ
る
時
間
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の

、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
表
略
）

（
表
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
主
要
構
造
部
の
う
ち
防
火
上
及
び
避
難
上
支
障
が
な
い
部
分
）

第
百
八
条
の
三

法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
の
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
主
要

（
新
設
）

構
造
部
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
部
分
と
す
る
。

一

当
該
部
分
が
、
床
、
壁
又
は
第
百
九
条
に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
当
該

部
分
に
お
い
て
通
常
の
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
建
築
物
の
他
の
部
分
又

は
周
囲
へ
の
延
焼
を
有
効
に
防
止
で
き
る
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け

た
も
の
に
限
る
。
）
で
区
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
部
分
が
避
難
の
用
に
供
す
る
廊
下
そ
の
他
の
通
路
の
一
部
と
な
つ

て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
、
建
築
物
に
存
す

る
者
の
全
て
が
当
該
通
路
を
経
由
し
な
い
で
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
耐
火
建
築
物
の
特
定
主
要
構
造
部
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

（
耐
火
建
築
物
の
主
要
構
造
部
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
百
八
条
の
四

法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
⑵
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

第
百
八
条
の
三

法
第
二
条
第
九
号
の
二
イ
⑵
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

は
、
特
定
主
要
構
造
部
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す

は
、
主
要
構
造
部
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

る
。

一

特
定
主
要
構
造
部
が
、
次
の
イ
及
び
ロ
（
外
壁
以
外
の
特
定
主
要
構
造

一

主
要
構
造
部
が
、
次
の
イ
及
び
ロ
（
外
壁
以
外
の
主
要
構
造
部
に
あ
つ

部
に
あ
つ
て
は
、
イ
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

て
は
、
イ
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
耐

つ
い
て
耐
火
性
能
検
証
法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

火
性
能
検
証
法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

特
定
主
要
構
造
部
ご
と
に
当
該
建
築
物
の
屋
内
に
お
い
て
発
生
が
予

イ

主
要
構
造
部
ご
と
に
当
該
建
築
物
の
屋
内
に
お
い
て
発
生
が
予
測
さ

測
さ
れ
る
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
特
定
主
要

れ
る
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
主
要
構
造
部
が

構
造
部
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
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⑴

耐
力
壁
で
あ
る
壁
、
柱
、
床
、
は
り
、
屋
根
及
び
階
段
に
あ
つ
て

⑴

耐
力
壁
で
あ
る
壁
、
柱
、
床
、
は
り
、
屋
根
及
び
階
段
に
あ
つ
て

は
、
当
該
建
築
物
の
自
重
及
び
積
載
荷
重
（
第
八
十
六
条
第
二
項
た

は
、
当
該
建
築
物
の
自
重
及
び
積
載
荷
重
（
第
八
十
六
条
第
二
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
つ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お

だ
し
書
の
規
定
に
よ
つ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お

け
る
建
築
物
の
特
定
主
要
構
造
部
に
あ
つ
て
は
、
自
重
、
積
載
荷
重

け
る
建
築
物
の
主
要
構
造
部
に
あ
つ
て
は
、
自
重
、
積
載
荷
重
及
び

及
び
積
雪
荷
重
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
構
造

積
雪
荷
重
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
、
構
造
耐
力

耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な

上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

⑵
・
⑶

（
略
）

⑵
・
⑶

（
略
）

ロ

(

略)

ロ

（
略
）

二

前
号
イ
及
び
ロ
（
外
壁
以
外
の
特
定
主
要
構
造
部
に
あ
つ
て
は
、
同
号

二

前
号
イ
及
び
ロ
（
外
壁
以
外
の
主
要
構
造
部
に
あ
つ
て
は
、
同
号
イ
）

イ
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
の
「
耐
火
性
能
検
証
法
」
と
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

２

前
項
の
「
耐
火
性
能
検
証
法
」
と
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
建
築
物
の
特
定
主
要
構
造
部
の
耐
火
に
関
す
る
性
能
を
検
証
す
る
方
法
を

該
建
築
物
の
主
要
構
造
部
の
耐
火
に
関
す
る
性
能
を
検
証
す
る
方
法
を
い
う

い
う
。

。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
主
要
構
造
部
ご
と
に
、
当
該
特
定
主
要
構
造
部
が
、
当
該
建
築
物

二

主
要
構
造
部
ご
と
に
、
当
該
主
要
構
造
部
が
、
当
該
建
築
物
の
屋
内
に

の
屋
内
に
お
い
て
発
生
が
予
測
さ
れ
る
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た

お
い
て
発
生
が
予
測
さ
れ
る
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、

場
合
に
、
前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
て
耐
え
る
こ
と
が
で

前
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
て
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
加
熱

き
る
加
熱
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
屋
内
火
災
保
有
耐
火
時
間
」

時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
屋
内
火
災
保
有
耐
火
時
間
」
と
い
う
。

と
い
う
。
）
を
、
当
該
特
定
主
要
構
造
部
の
構
造
方
法
、
当
該
建
築
物
の

）
を
、
当
該
主
要
構
造
部
の
構
造
方
法
、
当
該
建
築
物
の
自
重
及
び
積
載

自
重
及
び
積
載
荷
重
並
び
に
当
該
火
熱
に
よ
る
特
定
主
要
構
造
部
の
表
面

荷
重
並
び
に
当
該
火
熱
に
よ
る
主
要
構
造
部
の
表
面
の
温
度
の
推
移
に
応

の
温
度
の
推
移
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
求
め
る

じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
求
め
る
こ
と
。

こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

特
定
主
要
構
造
部
ご
と
に
、
次
の
イ
及
び
ロ
（
外
壁
以
外
の
特
定
主
要

四

主
要
構
造
部
ご
と
に
、
次
の
イ
及
び
ロ
（
外
壁
以
外
の
主
要
構
造
部
に

構
造
部
に
あ
つ
て
は
、
イ
）
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る

あ
つ
て
は
、
イ
）
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
。

こ
と
。

イ

各
特
定
主
要
構
造
部
の
屋
内
火
災
保
有
耐
火
時
間
が
、
当
該
特
定
主

イ

各
主
要
構
造
部
の
屋
内
火
災
保
有
耐
火
時
間
が
、
当
該
主
要
構
造
部

要
構
造
部
が
面
す
る
室
に
つ
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
式
に
よ
つ
て
計
算

が
面
す
る
室
に
つ
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
式
に
よ
つ
て
計
算
し
た
火
災
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し
た
火
災
の
継
続
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
継
続
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

３

特
定
主
要
構
造
部
が
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
建
築
物
（

３

主
要
構
造
部
が
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
建
築
物
（
次
項

次
項
に
規
定
す
る
建
築
物
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第

に
規
定
す
る
建
築
物
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項

三
項
、
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
十
六
項
か
ら
第
二
十
一
項
ま
で

、
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
十
六
項
か
ら
第
二
十
一
項
ま
で
、
第

、
第
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
十
七
条
第
二
項
、
第
百
二
十
条

百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
十
七
条
第
二
項
、
第
百
二
十
条
第
一

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
一
条
第
二
項
、
第
百
二
十
二
条

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
一
条
第
二
項
、
第
百
二
十
二
条
第
一

第
一
項
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
三
条
の
二
、
第

項
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
三
条
の
二
、
第
百
二

百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十

十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
八
条
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
八
条

八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
、
第
百
二
十

の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条

九
条
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第

第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項

一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
二
、
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
三
項

、
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
二
、
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
三
項
及
び

及
び
第
四
項
、
第
百
三
十
七
条
の
十
四
並
び
に
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
一

第
四
項
、
第
百
三
十
七
条
の
十
四
並
び
に
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及

号
及
び
第
二
項
の
規
定
（
次
項
に
お
い
て
「
耐
火
性
能
関
係
規
定
」
と
い
う

び
第
二
項
の
規
定
（
次
項
に
お
い
て
「
耐
火
性
能
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）

。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
部
分
で
特
定
主
要
構
造
部
で
あ

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
部
分
で
主
要
構
造
部
で
あ
る
も
の
の

る
も
の
の
構
造
は
、
耐
火
構
造
と
み
な
す
。

構
造
は
、
耐
火
構
造
と
み
な
す
。

４

特
定
主
要
構
造
部
が
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
建
築
物
（
当
該
建
築
物

４

主
要
構
造
部
が
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
建
築
物
（
当
該
建
築
物
の
主

の
特
定
主
要
構
造
部
で
あ
る
床
又
は
壁
（
外
壁
を
除
く
。
）
の
開
口
部
に
設

要
構
造
部
で
あ
る
床
又
は
壁
（
外
壁
を
除
く
。
）
の
開
口
部
に
設
け
ら
れ
た

け
ら
れ
た
防
火
設
備
が
、
当
該
防
火
設
備
に
当
該
建
築
物
の
屋
内
に
お
い
て

防
火
設
備
が
、
当
該
防
火
設
備
に
当
該
建
築
物
の
屋
内
に
お
い
て
発
生
が
予

発
生
が
予
測
さ
れ
る
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
加
熱

測
さ
れ
る
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
加
熱
面
以
外
の

面
以
外
の
面
に
火
炎
を
出
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
防
火
区
画
検

面
に
火
炎
を
出
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
防
火
区
画
検
証
法
に
よ

証
法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
特
定
主
要

り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
主
要
構
造
部
が
同
項

構
造
部
が
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
建
築
物
（
当
該
建
築
物
の
特
定
主
要
構

第
二
号
に
該
当
す
る
建
築
物
（
当
該
建
築
物
の
主
要
構
造
部
で
あ
る
床
又
は

造
部
で
あ
る
床
又
は
壁
（
外
壁
を
除
く
。
）
の
開
口
部
に
設
け
ら
れ
た
防
火

壁
（
外
壁
を
除
く
。
）
の
開
口
部
に
設
け
ら
れ
た
防
火
設
備
が
、
当
該
防
火

設
備
が
、
当
該
防
火
設
備
に
当
該
建
築
物
の
屋
内
に
お
い
て
発
生
が
予
測
さ

設
備
に
当
該
建
築
物
の
屋
内
に
お
い
て
発
生
が
予
測
さ
れ
る
火
災
に
よ
る
火

れ
る
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
に

熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
に
火
炎
を
出
さ
な
い
も

火
炎
を
出
さ
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ

の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
七
項
か
ら
第
十
一

に
対
す
る
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
六
項

項
ま
で
、
第
十
六
項
、
第
十
八
項
、
第
十
九
項
及
び
第
二
十
一
項
、
第
百
二

、
第
十
八
項
、
第
十
九
項
及
び
第
二
十
一
項
、
第
百
二
十
二
条
第
一
項
、
第

十
二
条
第
一
項
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
六
条
の

百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
八
条
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二
、
第
百
二
十
八
条
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
八
条
の
七
第
一

の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条

項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
二
、
第

の
二
の
四
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
二
、
第
百
二
十
九
条
の
十
三

百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
七
条
の
十
四
の
規
定
（

の
三
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
七
条
の
十
四
の
規
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
防
火
区
画
等
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
の
適
用
に

て
「
防
火
区
画
等
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
の
部
分
で
特
定
主
要
構
造
部
で
あ
る
も
の
の

の
建
築
物
の
部
分
で
主
要
構
造
部
で
あ
る
も
の
の
構
造
は
耐
火
構
造
と
、
こ

構
造
は
耐
火
構
造
と
、
こ
れ
ら
の
防
火
設
備
の
構
造
は
第
百
十
二
条
第
一
項

れ
ら
の
防
火
設
備
の
構
造
は
特
定
防
火
設
備
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
の
建
築
物

に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
と
み
な
し
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
に
対
す
る
防
火

に
対
す
る
防
火
区
画
等
関
係
規
定
以
外
の
耐
火
性
能
関
係
規
定
の
適
用
に
つ

区
画
等
関
係
規
定
以
外
の
耐
火
性
能
関
係
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
の
部
分
で
主
要
構
造
部
で
あ
る
も
の
の
構
造
は

ら
の
建
築
物
の
部
分
で
特
定
主
要
構
造
部
で
あ
る
も
の
の
構
造
は
耐
火
構
造

耐
火
構
造
と
み
な
す
。

と
み
な
す
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
防
火
戸
そ
の
他
の
防
火
設
備
）

（
防
火
戸
そ
の
他
の
防
火
設
備
）

第
百
九
条

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
十
二
条
第
一
項
、
法
第
二
十
一

第
百
九
条

法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
十
二
条
第
一
項
、
法
第
二
十
一

条
第
二
項
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準

条
第
二
項
第
二
号
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
お

用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
百
十
条
か
ら
第
百
十
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
百
十
条
か
ら
第
百
十
条
の
五
ま
で
に
お
い

。
）
、
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
一
号
イ
及
び
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
政

て
同
じ
。
）
、
法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
一
号
イ
及
び
法
第
六
十
一
条
の
政

令
で
定
め
る
防
火
設
備
は
、
防
火
戸
、
ド
レ
ン
チ
ャ
ー
そ
の
他
火
炎
を
遮
る

令
で
定
め
る
防
火
設
備
は
、
防
火
戸
、
ド
レ
ン
チ
ャ
ー
そ
の
他
火
炎
を
遮
る

設
備
と
す
る
。

設
備
と
す
る
。

２

隣
地
境
界
線
、
道
路
中
心
線
又
は
同
一
敷
地
内
の
二
以
上
の
建
築
物
（
延

２

隣
地
境
界
線
、
道
路
中
心
線
又
は
同
一
敷
地
内
の
二
以
上
の
建
築
物
（
延

べ
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
は
、
一
の
建
築
物
と

べ
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
は
、
一
の
建
築
物
と

み
な
す
。
）
相
互
の
外
壁
間
の
中
心
線
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
で
、
開
口
部
か
ら

み
な
す
。
）
相
互
の
外
壁
間
の
中
心
線
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
で
、
開
口
部
か
ら

一
階
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以
下
、
二
階
以
上
に
あ
つ
て
は
五
メ
ー
ト
ル

一
階
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以
下
、
二
階
以
上
に
あ
つ
て
は
五
メ
ー
ト
ル

以
下
の
距
離
に
あ
る
も
の
と
当
該
開
口
部
と
を
遮
る
外
壁
、
袖
壁
、
塀
そ
の

以
下
の
距
離
に
あ
る
も
の
と
当
該
開
口
部
と
を
遮
る
外
壁
、
そ
で
壁
、
塀
そ

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
は
、
前
項
の
防
火
設
備
と
み
な
す
。

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
は
、
前
項
の
防
火
設
備
と
み
な
す
。

（
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
等
の
層
間
変
形
角
）

（
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
等
と
し
た
建
築
物
の
層
間
変
形
角
）

第
百
九
条
の
二
の
二

主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
（
特
定
主

第
百
九
条
の
二
の
二

法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
建
築
物
及
び
第

要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
を
含
む
。
）
及
び
第
百
三
十
六
条
の

百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建

二
第
一
号
ロ
又
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
の
地
上
部

築
物
の
地
上
部
分
の
層
間
変
形
角
は
、
百
五
十
分
の
一
以
内
で
な
け
れ
ば
な
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分
の
層
間
変
形
角
は
、
百
五
十
分
の
一
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
要
構
造
部
が
防
火
上
有
害
な
変
形
、
亀
裂
そ
の
他
の

し
、
主
要
構
造
部
が
防
火
上
有
害
な
変
形
、
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な

損
傷
を
生
じ
な
い
こ
と
が
計
算
又
は
実
験
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に

い
こ
と
が
計
算
又
は
実
験
に
よ
つ
て
確
か
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

２

建
築
物
が
第
百
九
条
の
八
に
規
定
す
る
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ
れ
て
い

（
新
設
）

る
場
合
に
お
け
る
当
該
火
熱
遮
断
壁
等
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
部
分
は
、
前
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

３

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
部
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

（
新
設
）

「
特
定
部
分
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
、
当
該
建
築
物
の

特
定
部
分
が
同
条
第
二
項
第
一
号
（
同
号
に
規
定
す
る
基
準
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
特
定
部
分
及
び
他
の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建

築
物
と
み
な
す
。

（
大
規
模
の
建
築
物
の
特
定
主
要
構
造
部
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

（
大
規
模
の
建
築
物
の
主
要
構
造
部
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
百
九
条
の
五

法
第
二
十
一
条
第
一
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

第
百
九
条
の
五

法
第
二
十
一
条
第
一
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
基
準

一

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分

イ

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常

に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ

の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ
れ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
に
お
い
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ

同
表
に
掲
げ
る
時
間
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ

る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。（
表
略
）

（
表
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

第
百
七
条
各
号
又
は
第
百
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

二

第
百
七
条
各
号
又
は
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
基
準

る
基
準

（
大
規
模
の
建
築
物
の
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
部
分
又
は
防
火
設
備
の
性
能

（
大
規
模
の
建
築
物
の
壁
等
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

に
関
す
る
技
術
的
基
準
）
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第
百
九
条
の
七

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、

第
百
九
条
の
七

法
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

主
要
構
造
部
の
部
分
及
び
袖
壁
、
塀
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物

一

壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予
測
時
間
（
建
築
物
の

の
部
分
並
び
に
防
火
設
備
の
構
造
が
、
当
該
建
築
物
の
周
辺
高
火
熱
面
積

構
造
、
建
築
設
備
及
び
用
途
に
応
じ
て
火
災
が
継
続
す
る
こ
と
が
予
測
さ

の
規
模
を
避
難
上
及
び
消
火
上
必
要
な
機
能
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な

れ
る
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
加
え
ら
れ
た
場
合

い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
規
模
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き

に
、
当
該
壁
等
が
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

特
定
主
要
構
造
部
が
第
百
九
条
の
五
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準

二

壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予
測
時
間
加
え
ら
れ
た

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

場
合
に
、
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
（
屋
内
に
面
す
る
も
の
に
限
り
、
防
火

２

前
項
第
一
号
の
「
周
辺
高
火
熱
面
積
」
と
は
、
建
築
物
の
屋
内
に
お
い
て

上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

発
生
す
る
通
常
の
火
災
に
よ
る
熱
量
に
よ
り
、
当
該
建
築
物
の
用
途
及
び
規

の
温
度
が
可
燃
物
燃
焼
温
度
以
上
に
上
昇
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

模
並
び
に
消
火
設
備
の
設
置
の
状
況
及
び
構
造
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が

三

壁
等
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継

定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
当
該
建
築
物
の
周
囲
の
土
地
に
お
け
る
熱
量

続
予
測
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
壁
等
が
屋
外
に
火
炎
を
出
す
原

が
、
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
国

因
と
な
る
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
熱
量
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土

四

壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
当
該
壁
等
以
外
の
建
築
物
の
部
分
の
倒
壊

地
の
面
積
を
い
う
。

に
よ
つ
て
生
ず
る
応
力
が
伝
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
壁
等
が
倒
壊
し
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

壁
等
が
、
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
、
当
該
壁
等
で
区
画
さ
れ
た
部
分

（
当
該
壁
等
の
部
分
を
除
く
。
）
か
ら
屋
外
に
出
た
火
炎
に
よ
る
当
該
壁

等
で
区
画
さ
れ
た
他
の
部
分
（
当
該
壁
等
の
部
分
を
除
く
。
）
へ
の
延
焼

を
有
効
に
防
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
）

第
百
九
条
の
八

法
第
二
十
一
条
第
三
項
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項
（
法
第
八

（
新
設
）

十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
六
十
一
条

第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
建
築
物
が
火
熱
遮
断
壁
等
（
壁
、
柱
、

床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
又
は
第
百
九
条
に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
壁
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
技
術
的
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も

の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
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区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
火
熱
遮
断
壁
等
に
よ
り
分
離
さ
れ
た

部
分
と
す
る
。

一

当
該
壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予
測
時
間
（
建
築

物
の
構
造
、
建
築
設
備
及
び
用
途
に
応
じ
て
火
災
が
継
続
す
る
こ
と
が
予

測
さ
れ
る
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
加
え
ら
れ
た

場
合
に
、
当
該
壁
等
が
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ

の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火
災
継
続
予
測
時
間
加
え
ら

れ
た
場
合
に
、
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
（
屋
内
に
面
す
る
も
の
に
限
る
。

）
の
う
ち
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も

の
以
外
の
も
の
（
ロ
に
お
い
て
「
特
定
非
加
熱
面
」
と
い
う
。
）
の
温
度

が
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ

又
は
ロ
に
定
め
る
温
度
以
上
に
上
昇
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

ロ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

可
燃
物
燃
焼
温
度

ロ

当
該
壁
等
が
第
百
九
条
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
特
定
非
加
熱
面
が
面
す
る
室
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
従
い
、
内
装
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
、
か
つ
、
そ
の
下

地
を
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
と
き

可
燃
物
燃
焼
温
度
を
超
え
る
温
度
で
あ
つ
て
当
該
措
置

に
よ
つ
て
当
該
室
に
お
け
る
延
焼
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
温
度
と

し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
温
度

三

当
該
壁
等
に
屋
内
に
お
い
て
発
生
す
る
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
火

災
継
続
予
測
時
間
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
壁
等
が
屋
外
に
火
炎
を
出

す
原
因
と
な
る
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

当
該
壁
等
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
当
該
壁
等
以
外
の
建
築
物
の
部
分
の

倒
壊
に
よ
つ
て
生
ず
る
応
力
が
伝
え
ら
れ
た
場
合
に
、
当
該
壁
等
の
一
部

が
損
傷
し
て
も
な
お
そ
の
自
立
す
る
構
造
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
そ
の
他
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
機
能
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
建
築
物

の
他
の
部
分
に
防
火
上
有
害
な
変
形
、
亀
裂
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
さ
せ

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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五

当
該
壁
等
が
、
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
、
当
該
壁
等
以
外
の
建
築
物

の
部
分
か
ら
屋
外
に
出
た
火
炎
に
よ
る
当
該
建
築
物
の
他
の
部
分
へ
の
延

焼
を
有
効
に
防
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
百
九
条
の
九
・
第
百
九
条
の
十

（
略
）

第
百
九
条
の
八
・
第
百
九
条
の
九

（
略
）

（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
特
定
主
要
構
造
部
の

（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
要
構
造
部
の
性
能

性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
百
十
条

特
定
主
要
構
造
部
の
性
能
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
政

第
百
十
条

主
要
構
造
部
の
性
能
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で

令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す

定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
。

一

次
に
掲
げ
る
基
準

一

次
に
掲
げ
る
基
準

イ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分

イ

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常

に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ

の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ
れ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
に
お
い
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ

同
表
に
掲
げ
る
時
間
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ

る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

。（
表
略
）

（
表
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

第
百
九
条
の
五
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準

二

第
百
七
条
各
号
又
は
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

る
基
準

（
防
火
区
画
）

（
防
火
区
画
）

第
百
十
二
条

法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
百
十
二
条

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
、
法
第
二
条
第
九
号

る
建
築
物
（
特
定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
を
含
む
。
）
又

の
三
イ
若
し
く
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
又
は
第
百
三
十
六
条

は
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適

の
二
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
で

合
す
る
建
築
物
で
、
延
べ
面
積
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設

、
延
べ
面
積
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備

備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
部
分
の
床
面
積

た
部
分
の
床
面
積
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
床
面
積
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
床
面
積
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
、
床
面
積

）
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
は
、
床
面
積
の
合
計
（
ス
プ
リ
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の
合
計
（
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の

ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
部
分
の
床
面
積
の
二

る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
部
分
の
床
面
積
の
二
分
の
一
に
相
当
す

分
の
一
に
相
当
す
る
床
面
積
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
千

る
床
面
積
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
千
五
百
平
方
メ
ー
ト

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火

ル
以
内
ご
と
に
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く

構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
（
第
百
九
条
に
規
定
す
る
防
火

は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
（
第
百
九
条
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
あ
つ
て
、

設
備
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に

こ
れ
に
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
一

、
加
熱
開
始
後
一
時
間
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
に
火
炎
を
出
さ
な
い
も
の
と

時
間
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
に
火
炎
を
出
さ
な
い
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通

し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受

大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
区
画
し
な
け
れ
ば

け
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
の
部
分

し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
の
部
分
で
そ
の
用
途
上
や

で
そ
の
用
途
上
や
む
を
得
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
「
一
時
間
準
耐
火
基
準
」
と
は
、
主
要
構
造
部
で
あ
る
壁
、
柱
、

２

前
項
の
「
一
時
間
準
耐
火
基
準
」
と
は
、
主
要
構
造
部
で
あ
る
壁
、
柱
、

床
、
は
り
及
び
屋
根
の
軒
裏
の
構
造
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

床
、
は
り
及
び
屋
根
の
軒
裏
の
構
造
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土

の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に

一

次
の
表
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
に
通
常
の

通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ

火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
そ
れ
ぞ
れ
同
表

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
時
間
に
お
い
て
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形

に
定
め
る
時
間
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の

、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

損
傷
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
表
略
）

（
表
略
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

３

特
定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
が
当
該

３

主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
が
当
該
建
築

建
築
物
の
吹
抜
き
と
な
つ
て
い
る
部
分
そ
の
他
の
一
定
の
規
模
以
上
の
空
間

物
の
吹
抜
き
と
な
つ
て
い
る
部
分
そ
の
他
の
一
定
の
規
模
以
上
の
空
間
が
確

が
確
保
さ
れ
て
い
る
部
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
空
間
部
分
」
と
い
う

保
さ
れ
て
い
る
部
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
空
間
部
分
」
と
い
う
。
）

。
）
に
接
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
部
分
の
構
造
が
通
常
の
火

に
接
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
二
以
上
の
部
分
の
構
造
が
通
常
の
火
災
時

災
時
に
お
い
て
相
互
に
火
熱
に
よ
る
防
火
上
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も

に
お
い
て
相
互
に
火
熱
に
よ
る
防
火
上
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と

の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土

し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大

交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
部
分
と

臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
部
分

当
該
空
間
部
分
と
が
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て

と
当
該
空
間
部
分
と
が
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
し
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、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
た
だ
し
書
中

て
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

「
も
の
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
も
の
又
は
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
建

築
物
の
同
項
に
規
定
す
る
空
間
部
分
に
」
と
す
る
。

４

法
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三

４

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
九
条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る

項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
（
通
常
火
災
終
了
時
間
が
一
時
間
以
上
で
あ
る
も

。
）
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
み
な

の
を
除
く
。
）
と
し
た
建
築
物
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

百
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
特
殊
建
築
物
（
特
定
避
難
時
間

の
規
定
に
よ
り
第
百
九
条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物

が
一
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
建
築
物
、
法
第
二
十
七
条

（
通
常
火
災
終
了
時
間
が
一
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
建

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
（
第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る

築
物
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る

基
準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基
準
（
第
二
項
に
規
定
す
る
一
時
間
準
耐
火
基
準

基
準
に
適
合
す
る
特
殊
建
築
物
（
特
定
避
難
時
間
が
一
時
間
以
上
で
あ
る
も

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
建
築
物
、

の
を
除
く
。
）
と
し
た
建
築
物
、
法
第
二
十
七
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
の

法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
号
に
定
め
る
基
準

規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
適
合
す
る
建
築
物
（
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
り
、
第
百
九
条
の

の
規
定
に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
（
第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
又

三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除

は
一
時
間
準
耐
火
基
準
（
第
二
項
に
規
定
す
る
一
時
間
準
耐
火
基
準
を
い
う

く
。
）
と
し
た
建
築
物
又
は
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準
耐
火

。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
建
築
物
、
法
第
六

建
築
物
等
（
第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基

十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を

準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
建
築
物
で
、
延
べ
面
積
が
五
百
平

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
（
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
も
の
に
限

、
床
面
積
の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
一
時
間
準
耐
火
基
準
に

り
、
第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適

適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
し
、

合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
建
築
物
又
は
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規

か
つ
、
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
設
置
部

定
に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
等
（
第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
又
は

分
（
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
階
又
は
床
面
積
二
百
平
方
メ
ー

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
た
建
築
物
で
、
延

ト
ル
以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造
の
壁
若
し
く
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に

べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規

規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
床
面
積
の
合
計
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
一
時

、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動

間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火

式
の
も
の
を
設
け
た
も
の
を
い
う
。
第
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お

設
備
で
区
画
し
、
か
つ
、
防
火
上
主
要
な
間
仕
切
壁
（
自
動
ス
プ
リ
ン
ク
ラ

い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

ー
設
備
等
設
置
部
分
（
床
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
階
又
は
床
面

定
め
る
部
分
の
間
仕
切
壁
を
除
く
。
）
を
準
耐
火
構
造
と
し
、
次
の
各
号
の

積
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造
の
壁
若
し
く
は
法
第
二
条

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
部
分
を
除
き
、
小
屋
裏
又
は
天
井
裏
に
達
せ
し
め
な

第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
ス
プ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
も
の
を
い
う
。
第
百
十
四
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
防
火
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て

国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
部
分
の
間
仕
切
壁
を
除
く
。
）
を
準
耐
火
構
造
と

し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
部
分
を
除
き
、
小
屋
裏
又
は
天
井

裏
に
達
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

５

法
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
一

５

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
九
条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る

項
の
規
定
に
よ
り
第
百
九
条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築

基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
（
通
常
火
災
終
了
時
間
が
一
時
間
以
上
で
あ
る
も

物
（
通
常
火
災
終
了
時
間
が
一
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
た

の
に
限
る
。
）
と
し
た
建
築
物
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

建
築
物
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す

百
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
特
殊
建
築
物
（
特
定
避
難
時
間

る
特
殊
建
築
物
（
特
定
避
難
時
間
が
一
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

が
一
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
た
建
築
物
、
法
第
二
十
七
条

と
し
た
建
築
物
、
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
（

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
（
第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る

第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す

基
準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
た
建
築

る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
た
建
築
物
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

物
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
号
に
定
め
る

り
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
（
準
防

基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
（
準
防
火
地
域
内
に
あ
り
、
か
つ
、
第
百
九
条
の

火
地
域
内
に
あ
り
、
か
つ
、
第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
又
は
一

三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限

時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
た
建
築
物
又
は
法
第

る
。
）
と
し
た
建
築
物
又
は
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準
耐
火

六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
準
耐
火
建
築
物
等
（
第
百
九
条
の
三
第
二

建
築
物
等
（
第
百
九
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基

号
に
掲
げ
る
基
準
又
は
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）

準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
し
た
建
築
物
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方

と
し
た
建
築
物
で
、
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
床
面
積
の
合
計
千
平
方
メ
ー
ト
ル

床
面
積
の
合
計
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合

以
内
ご
と
に
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は

す
る
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
し
な
け
れ

壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

６
～

（
略
）

６
～

（
略
）

10

10

主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
（
特
定
主
要
構
造
部
を
耐
火

主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
又
は
第
百
三
十
六
条
の
二
第

11

11

構
造
と
し
た
建
築
物
を
含
む
。
）
又
は
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
若
し

一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
で
あ
つ
て

く
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
、
地
階
又
は

、
地
階
又
は
三
階
以
上
の
階
に
居
室
を
有
す
る
も
の
の
竪
穴
部
分
（
長
屋
又

た
て

三
階
以
上
の
階
に
居
室
を
有
す
る
も
の
の
竪
穴
部
分
（
長
屋
又
は
共
同
住
宅

は
共
同
住
宅
の
住
戸
で
そ
の
階
数
が
二
以
上
で
あ
る
も
の
、
吹
抜
き
と
な
つ

た
て

の
住
戸
で
そ
の
階
数
が
二
以
上
で
あ
る
も
の
、
吹
抜
き
と
な
つ
て
い
る
部
分

て
い
る
部
分
、
階
段
の
部
分
（
当
該
部
分
か
ら
の
み
人
が
出
入
り
す
る
こ
と
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、
階
段
の
部
分
（
当
該
部
分
か
ら
の
み
人
が
出
入
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
便

の
で
き
る
便
所
、
公
衆
電
話
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）

所
、
公
衆
電
話
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
昇
降
機
の

、
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分
、
ダ
ク
ト
ス
ペ
ー
ス
の
部
分
そ
の
他
こ
れ
ら
に

昇
降
路
の
部
分
、
ダ
ク
ト
ス
ペ
ー
ス
の
部
分
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分

類
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
竪
穴
部
分

該
竪
穴
部
分
以
外
の
部
分
（
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
バ
ル
コ

た
て

た
て

以
外
の
部
分
（
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
廊
下
、
バ
ル
コ
ニ
ー
そ
の
他

ニ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
次
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い

こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
次
項
及
び
第
十
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

て
同
じ
。
）
と
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二

と
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す

ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

る
防
火
設
備
で
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
竪
穴
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

た
て

れ
か
に
該
当
す
る
竪
穴
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。

た
て

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

～

（
略
）

～

（
略
）

12

18

12

18

第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
十
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
区
画
に

第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
十
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
区
画
に

19

19

用
い
る
特
定
防
火
設
備
、
第
七
項
、
第
十
項
、
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
本

用
い
る
特
定
防
火
設
備
、
第
七
項
、
第
十
項
、
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
本

文
の
規
定
に
よ
る
区
画
に
用
い
る
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防

文
の
規
定
に
よ
る
区
画
に
用
い
る
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防

火
設
備
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
区
画
に
用
い
る
十
分
間
防
火
設
備

火
設
備
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
区
画
に
用
い
る
十
分
間
防
火
設
備

及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
画
に
用
い
る
戸
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
画
に
用
い
る
戸
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
構
造
の
も
の
と
し
な
け
れ
ば

。

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

・

（
略
）

・

（
略
）

20

21

20

21

建
築
物
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
火
熱

（
新
設
）

22
遮
断
壁
等
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
部
分
は
、
第
一
項
又
は
第
十
一
項
か
ら
第
十

三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す

。
第
百
九
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
建
築
物
に
係
る
第
一
項
又
は
第

（
新
設
）

23
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
特
定
部
分
及
び
他
の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

（
木
造
等
の
建
築
物
の
防
火
壁
及
び
防
火
床
）

（
木
造
等
の
建
築
物
の
防
火
壁
及
び
防
火
床
）

第
百
十
三
条

防
火
壁
及
び
防
火
床
は
、
次
に
掲
げ
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な

第
百
十
三
条

防
火
壁
及
び
防
火
床
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な

34
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ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

防
火
壁
又
は
防
火
床
で
火
熱
遮
断
壁
等
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

３

第
百
九
条
の
七
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
壁
等
で
、
法
第
二

第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
号
の

規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
防
火
壁

又
は
防
火
床
と
み
な
す
。

（
建
築
物
の
界
壁
、
間
仕
切
壁
及
び
隔
壁
）

（
建
築
物
の
界
壁
、
間
仕
切
壁
及
び
隔
壁
）

第
百
十
四
条

（
略
）

第
百
十
四
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

建
築
物
が
火
熱
遮
断
壁
等
で
区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
火
熱

（
新
設
）

遮
断
壁
等
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
部
分
は
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

（
防
火
壁
又
は
防
火
床
の
設
置
を
要
し
な
い
建
築
物
に
関
す
る
技
術
的
基
準

（
防
火
壁
又
は
防
火
床
の
設
置
を
要
し
な
い
建
築
物
に
関
す
る
技
術
的
基
準

等
）

等
）

第
百
十
五
条
の
二

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
技
術

第
百
十
五
条
の
二

法
第
二
十
六
条
第
二
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

的
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

地
階
に
つ
い
て
、
そ
の
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又

五

地
階
の
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
り
、
又
は
不
燃
材
料
で
造
ら
れ

は
そ
の
主
要
構
造
部
が
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

て
い
る
こ
と
。

六
～
九

（
略
）

六
～
九

（
略
）

２

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
畜
舎
、
堆
肥

２

法
第
二
十
六
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
用
途
は
、
畜
舎
、

堆

肥
舎
並

た
い

舎
並
び
に
水
産
物
の
増
殖
場
及
び
養
殖
場
の
上
家
と
す
る
。

び
に
水
産
物
の
増
殖
場
及
び
養
殖
場
の
上
家
と
す
る
。

（
適
用
の
範
囲
）

（
適
用
の
範
囲
）

第
百
十
七
条

（
略
）

第
百
十
七
条

（
略
）

２

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

２

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。
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一

建
築
物
が
開
口
部
の
な
い
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画
さ
れ
て
い
る

一

建
築
物
が
開
口
部
の
な
い
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
で
区
画
さ
れ
て
い
る

場
合
に
お
け
る
当
該
床
又
は
壁
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
部
分

場
合
に
お
け
る
当
該
区
画
さ
れ
た
部
分

二

（
略
）

二

（
略
）

（
直
通
階
段
の
設
置
）

（
直
通
階
段
の
設
置
）

第
百
二
十
条

建
築
物
の
避
難
階
以
外
の
階
（
地
下
街
に
お
け
る
も
の
を
除
く

第
百
二
十
条

建
築
物
の
避
難
階
以
外
の
階
（
地
下
街
に
お
け
る
も
の
を
除
く

。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
避
難
階
又
は
地
上
に
通

。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
は
、
避
難
階
又
は
地
上
に
通

ず
る
直
通
階
段
（
傾
斜
路
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲

ず
る
直
通
階
段
（
傾
斜
路
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
居
室
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
居
室
か
ら
そ
の
一
に
至
る
歩
行
距

げ
る
居
室
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
居
室
か
ら
そ
の
一
に
至
る
歩
行
距

離
が
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表

離
が
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

構

造

主
要
構
造

構

造

部
が
準
耐

火
構
造
で

あ
る
場
合

主
要
構
造

（
特
定
主

部
が
準
耐

要
構
造
部

火
構
造
で

が
耐
火
構

そ
の
他
の

あ
る
か
又

造
で
あ
る

そ
の
他
の

は
不
燃
材

場
合
を
含

場
合

場
合

料
で
造
ら

む
。
）
又

（
単
位

（
単
位

れ
て
い
る

は
主
要
構

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

場
合

造
部
が
不

）

）

（
単
位

燃
材
料
で

メ
ー
ト
ル

造
ら
れ
て

）

い
る
場
合

（
単
位

メ
ー
ト
ル
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居
室
の
種
類

）

居
室
の
種
類

（一）

（一）

～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（三）

（三）

２

主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
建
築
物
（
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火

２

主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
又
は
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る

構
造
で
あ
る
建
築
物
を
含
む
。
次
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
二
条
第
一
項
に

建
築
物
の
居
室
で
、
当
該
居
室
及
び
こ
れ
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
主
要
構
造
部
が
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
建
築
物

、
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
下

の
居
室
で
、
当
該
居
室
及
び
こ
れ
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段

の
部
分
を
除
く
。
）
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋
根
）

そ
の
他
の
通
路
の
壁
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分

の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を

を
除
く
。
）
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋
根
）
の
室
内

除
く
。
）
の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表

に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。

の
数
値
に
十
を
加
え
た
数
値
を
同
項
の
表
の
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
十
五

）
の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
で
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
表
の
数
値

階
以
上
の
階
の
居
室
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
十
を
加
え
た
数
値
を
同
項
の
表
の
数
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
十
五
階
以
上

の
階
の
居
室
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
一
項
の
規
定
は
、
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
共
同
住
宅
（
特

４

第
一
項
の
規
定
は
、
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
共
同
住
宅
の
住

定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
共
同
住
宅
を
含
む
。
第
百
二
十
三
条
の

戸
で
そ
の
階
数
が
二
又
は
三
で
あ
り
、
か
つ
、
出
入
口
が
一
の
階
の
み
に
あ

二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
戸
で
そ
の
階
数
が
二
又
は
三
で
あ
り
、
か
つ
、

る
も
の
の
当
該
出
入
口
の
あ
る
階
以
外
の
階
に
つ
い
て
は
、
そ
の
居
室
の
各

出
入
口
が
一
の
階
の
み
に
あ
る
も
の
の
当
該
出
入
口
の
あ
る
階
以
外
の
階
に

部
分
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
直
通
階
段
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
が

つ
い
て
は
、
そ
の
居
室
の
各
部
分
か
ら
避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
直
通
階

四
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

段
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
が
四
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

、
適
用
し
な
い
。

（
二
以
上
の
直
通
階
段
を
設
け
る
場
合
）

（
二
以
上
の
直
通
階
段
を
設
け
る
場
合
）

第
百
二
十
一
条

（
略
）

第
百
二
十
一
条

（
略
）

２

主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
建
築
物
又
は
主
要
構
造
部
が
不
燃
材

２

主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又
は
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い

料
で
造
ら
れ
て
い
る
建
築
物
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は

る
建
築
物
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
項
中
「
五
十

、
同
項
中
「
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と

平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
百
平
方
メ
ー
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、
「
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
二

ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル

百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
二
以
上
の
直
通
階
段

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
避
難
階
又
は
地
上
に
通
ず
る
二
以
上
の
直
通
階
段

を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
居
室
の
各
部
分
か
ら
各
直
通
階
段
に
至
る
通
常

を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
居
室
の
各
部
分
か
ら
各
直
通
階
段
に
至
る
通
常

の
歩
行
経
路
の
全
て
に
共
通
の
重
複
区
間
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
重
複

の
歩
行
経
路
の
す
べ
て
に
共
通
の
重
複
区
間
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
重

区
間
の
長
さ
は
、
前
条
に
規
定
す
る
歩
行
距
離
の
数
値
の
二
分
の
一
を
こ
え

複
区
間
の
長
さ
は
、
前
条
に
規
定
す
る
歩
行
距
離
の
数
値
の
二
分
の
一
を
こ

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
居
室
の
各
部
分
か
ら
、
当
該
重
複
区
間
を
経
由

え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
居
室
の
各
部
分
か
ら
、
当
該
重
複
区
間
を
経

し
な
い
で
、
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
、
屋
外
通
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

由
し
な
い
で
、
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
、
屋
外
通
路
そ
の
他
こ
れ
ら
に

す
る
も
の
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

類
す
る
も
の
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
避
難
階
段
の
設
置
）

（
避
難
階
段
の
設
置
）

第
百
二
十
二
条

建
築
物
の
五
階
以
上
の
階
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で

第
百
二
十
二
条

建
築
物
の
五
階
以
上
の
階
（
そ
の
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構

あ
る
建
築
物
又
は
主
要
構
造
部
が
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
建
築
物
で
五

造
で
あ
る
か
、
又
は
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
建
築
物
で
五
階
以
上
の
階

階
以
上
の
階
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
を
除

の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は

く
。
）
又
は
地
下
二
階
以
下
の
階
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
建

地
下
二
階
以
下
の
階
（
そ
の
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
、
又
は

築
物
又
は
主
要
構
造
部
が
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
建
築
物
で
地
下
二
階

不
燃
材
料
で
造
ら
れ
て
い
る
建
築
物
で
地
下
二
階
以
下
の
階
の
床
面
積
の
合

以
下
の
階
の
床
面
積
の
合
計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
を
除
く

計
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
通
ず
る
直
通
階
段

。
）
に
通
ず
る
直
通
階
段
は
次
条
の
規
定
に
よ
る
避
難
階
段
又
は
特
別
避
難

は
次
条
の
規
定
に
よ
る
避
難
階
段
又
は
特
別
避
難
階
段
と
し
、
建
築
物
の
十

階
段
と
し
、
建
築
物
の
十
五
階
以
上
の
階
又
は
地
下
三
階
以
下
の
階
に
通
ず

五
階
以
上
の
階
又
は
地
下
三
階
以
下
の
階
に
通
ず
る
直
通
階
段
は
同
条
第
三

る
直
通
階
段
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
避
難
階
段
と
し
な
け
れ
ば

項
の
規
定
に
よ
る
特
別
避
難
階
段
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
建
築
物
（
階

要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
建
築
物
（
階
段
室
の
部
分
、
昇
降
機
の
昇
降

段
室
の
部
分
、
昇
降
機
の
昇
降
路
の
部
分
（
当
該
昇
降
機
の
乗
降
の
た
め
の

路
の
部
分
（
当
該
昇
降
機
の
乗
降
の
た
め
の
乗
降
ロ
ビ
ー
の
部
分
を
含
む
。

乗
降
ロ
ビ
ー
の
部
分
を
含
む
。
）
及
び
廊
下
そ
の
他
の
避
難
の
用
に
供
す
る

）
及
び
廊
下
そ
の
他
の
避
難
の
用
に
供
す
る
部
分
で
耐
火
構
造
の
床
若
し
く

部
分
で
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
も

は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
床
面
積
の
合

の
を
除
く
。
）
で
床
面
積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
共
同
住
宅
の
住
戸
に

計
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
共
同
住
宅
の
住
戸
に
あ
つ
て
は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト

あ
つ
て
は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
内
ご
と
に
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は

ル
）
以
内
ご
と
に
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
（
直
接

壁
又
は
特
定
防
火
設
備
（
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
階
段
室
に
面
す
る

外
気
に
開
放
さ
れ
て
い
る
階
段
室
に
面
す
る
換
気
の
た
め
の
窓
で
開
口
面
積

換
気
の
た
め
の
窓
で
開
口
面
積
が
〇
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
設

が
〇
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
設
け
ら
れ
る
法
第
二
条
第
九
号
の

け
ら
れ
る
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
を
含
む
。
）
で

二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
を
含
む
。
）
で
区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

38
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区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
直
通
階
段
で
、
五
階
以
上
の
売
場
に
通
ず
る
も
の
は
そ
の
一
以
上

３

前
項
の
直
通
階
段
で
、
五
階
以
上
の
売
場
に
通
ず
る
も
の
は
そ
の
一
以
上

を
、
十
五
階
以
上
の
売
場
に
通
ず
る
も
の
は
そ
の
全
て
を
次
条
第
三
項
の
規

を
、
十
五
階
以
上
の
売
場
に
通
ず
る
も
の
は
そ
の
す
べ
て
を
次
条
第
三
項
の

定
に
よ
る
特
別
避
難
階
段
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
定
に
よ
る
特
別
避
難
階
段
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
置
）

（
設
置
）

第
百
二
十
六
条
の
二

（
略
）

第
百
二
十
六
条
の
二

（
略
）

２

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

２

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

一

建
築
物
が
開
口
部
の
な
い
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二

一

建
築
物
が
開
口
部
の
な
い
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二

条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
そ
の
構
造
が
第
百
十
二
条
第

条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
そ
の
構
造
が
第
百
十
二
条
第

十
九
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

十
九
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
若
し
く

の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
若
し
く

は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
区
画
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お

け
る
当
該
床
若
し
く
は
壁
又
は
防
火
設
備
に
よ
り
分
離
さ
れ
た
部
分

け
る
当
該
区
画
さ
れ
た
部
分

二

（
略
）

二

（
略
）

（
設
置
）

（
設
置
）

第
百
二
十
六
条
の
四

（
略
）

第
百
二
十
六
条
の
四

（
略
）

２

第
百
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
は
、
こ
の
節
の
規
定

（
新
設
）

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す
。

（
構
造
）

（
構
造
）

第
百
二
十
六
条
の
五

前
条
第
一
項
の
非
常
用
の
照
明
装
置
は
、
次
の
各
号
の

第
百
二
十
六
条
の
五

前
条
の
非
常
用
の
照
明
装
置
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
に
定
め
る
構
造
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
地
下
街
）

（
地
下
街
）

第
百
二
十
八
条
の
三

地
下
街
の
各
構
え
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
地
下
道

第
百
二
十
八
条
の
三

地
下
街
の
各
構
え
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
地
下
道

39
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に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
衆
便
所
、
公

に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
衆
便
所
、
公

衆
電
話
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
接
す
る
長
さ

衆
電
話
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
接
す
る
長
さ

を
二
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
二
メ
ー
ト
ル
未
満
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

幅
員
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
天
井
ま
で
の
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か

二

幅
員
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
天
井
ま
で
の
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か

つ
、
段
及
び
八
分
の
一
を
こ
え
る
勾
配
の
傾
斜
路
を
有
し
な
い
こ
と
。

つ
、
段
及
び
八
分
の
一
を
こ
え
る
勾
配
の
傾
斜
路
を
有
し
な
い
こ
と
。

こ
う

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
百
十
二
条
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
四
項
、
第
十
六
項
、
第

５

第
百
十
二
条
第
七
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
四
項
、
第
十
六
項
、
第

十
七
項
及
び
第
十
九
項
か
ら
第
二
十
一
項
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
九
条
の
二

十
七
項
及
び
第
十
九
項
か
ら
第
二
十
一
項
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
九
条
の
二

の
四
第
一
項
第
七
号
（
第
百
十
二
条
第
二
十
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

の
四
第
一
項
第
七
号
（
第
百
十
二
条
第
二
十
項
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
は
、
地
下
街
の
各
構
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

の
規
定
は
、
地
下
街
の
各
構
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
百
十
二
条
第
七
項
中
「
建
築
物
の
十
一
階
以
上
の
部
分
で
、
各
階
の
」

、
第
百
十
二
条
第
七
項
中
「
建
築
物
の
十
一
階
以
上
の
部
分
で
、
各
階
の
」

と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
の
部
分
で
」
と
、
同
条
第
八
項
か
ら
第
十

と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
の
部
分
で
」
と
、
同
条
第
八
項
か
ら
第
十

項
ま
で
の
規
定
中
「
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
」
と
、
同

項
ま
で
の
規
定
中
「
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
」
と
、
同

条
第
十
一
項
中
「
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
（
特
定
主
要

条
第
十
一
項
中
「
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
又
は
第
百
三

構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
を
含
む
。
）
又
は
第
百
三
十
六
条
の
二

十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建

第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
で
あ
つ

築
物
で
あ
つ
て
、
地
階
又
は
三
階
以
上
の
階
に
居
室
を
有
す
る
も
の
」
と
あ

て
、
地
階
又
は
三
階
以
上
の
階
に
居
室
を
有
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
地

る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
」
と
、
「
準
耐
火
構
造
」
と
あ
る
の
は
「
耐
火

下
街
の
各
構
え
」
と
、
「
準
耐
火
構
造
」
と
あ
る
の
は
「
耐
火
構
造
」
と
、

構
造
」
と
、
同
条
第
十
四
項
中
「
該
当
す
る
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
規
定

同
条
第
十
四
項
中
「
該
当
す
る
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
す
る
用
途
に

す
る
用
途
に
供
す
る
地
下
街
の
各
構
え
」
と
、
同
条
第
十
六
項
中
「
準
耐
火

供
す
る
地
下
街
の
各
構
え
」
と
、
同
条
第
十
六
項
中
「
準
耐
火
構
造
」
と
あ

構
造
」
と
あ
る
の
は
「
耐
火
構
造
」
と
、
同
号
中
「
一
時
間
準
耐
火
基
準
に

る
の
は
「
耐
火
構
造
」
と
、
同
号
中
「
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準

適
合
す
る
準
耐
火
構
造
」
と
あ
る
の
は
「
耐
火
構
造
」
と
、
「
建
築
物
」
と

耐
火
構
造
」
と
あ
る
の
は
「
耐
火
構
造
」
と
、
「
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
地
下
街
の
各
構
え
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

地
下
街
の
各
構
え
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
制
限
を
受
け
な
い
特
殊
建
築
物
等
）

（
制
限
を
受
け
な
い
特
殊
建
築
物
等
）

第
百
二
十
八
条
の
四

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
特

第
百
二
十
八
条
の
四

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
特

殊
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

殊
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。
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一

次
の
表
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物

一

次
の
表
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物

構
造

法
第
二
条
第
九

法
第
二
条
第
九

そ
の
他
の
建
築

構
造

主
要
構
造
部
を

法
第
二
条
第
九

そ
の
他
の
建
築

号
の
三
イ
に
該

号
の
三
イ
又
は

物

耐
火
構
造
と
し

号
の
三
イ
又
は

物

当
す
る
建
築
物

ロ
の
い
ず
れ
か

た
建
築
物
又
は

ロ
の
い
ず
れ
か

（
特
定
主
要
構

に
該
当
す
る
建

法
第
二
条
第
九

に
該
当
す
る
建

造
部
を
耐
火
構

築
物
で
あ
つ
て

号
の
三
イ
に
該

築
物
（
一
時
間

造
と
し
た
建
築

一
時
間
準
耐
火

当
す
る
建
築
物

準
耐
火
基
準
に

物
を
含
む
。
）

基
準
に
適
合
し

（
一
時
間
準
耐

適
合
す
る
も
の

で
あ
つ
て
一
時

な
い
も
の

火
基
準
に
適
合

を
除
く
。
）

間
準
耐
火
基
準

す
る
も
の
に
限

に
適
合
す
る
も

る
。
）

用
途

の

用
途

㈠

㈠

～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈢

㈢

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
建
築
物
の
調
理
室
、

４

法
第
三
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
令
で
定
め
る
建
築
物
の
調
理
室
、

浴
室
そ
の
他
の
室
で
か
ま
ど
、
こ
ん
ろ
そ
の
他
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
器

浴
室
そ
の
他
の
室
で
か
ま
ど
、
こ
ん
ろ
そ
の
他
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
器

具
を
設
け
た
も
の
は
、
階
数
が
二
以
上
の
住
宅
（
住
宅
で
事
務
所
、
店
舗
そ

具
を
設
け
た
も
の
は
、
階
数
が
二
以
上
の
住
宅
（
住
宅
で
事
務
所
、
店
舗
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
を
兼
ね
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
を
兼
ね
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
特
定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と

て
同
じ
。
）
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た

し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
最
上
階
以
外
の
階
又
は
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
建

も
の
を
除
く
。
）
の
最
上
階
以
外
の
階
又
は
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物

築
物
以
外
の
建
築
物
（
特
定
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
も
の
を
除
く

以
外
の
建
築
物
（
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
存

。
）
に
存
す
る
調
理
室
、
浴
室
、
乾
燥
室
、
ボ
イ
ラ
ー
室
、
作
業
室
そ
の
他

す
る
調
理
室
、
浴
室
、
乾
燥
室
、
ボ
イ
ラ
ー
室
、
作
業
室
そ
の
他
の
室
で
か

の
室
で
か
ま
ど
、
こ
ん
ろ
、
ス
ト
ー
ブ
、
炉
、
ボ
イ
ラ
ー
、
内
燃
機
関
そ
の

ま
ど
、
こ
ん
ろ
、
ス
ト
ー
ブ
、
炉
、
ボ
イ
ラ
ー
、
内
燃
機
関
そ
の
他
火
を
使

他
火
を
使
用
す
る
設
備
又
は
器
具
を
設
け
た
も
の
（
次
条
第
六
項
に
お
い
て

用
す
る
設
備
又
は
器
具
を
設
け
た
も
の
（
次
条
第
六
項
に
お
い
て
「
内
装
の
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「
内
装
の
制
限
を
受
け
る
調
理
室
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
と
す
る
。

制
限
を
受
け
る
調
理
室
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
特
殊
建
築
物
等
の
内
装
）

（
特
殊
建
築
物
等
の
内
装
）

第
百
二
十
八
条
の
五

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物
は
、
当
該

第
百
二
十
八
条
の
五

前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
殊
建
築
物
は
、
当
該

各
用
途
に
供
す
る
居
室
（
法
別
表
第
一

欄
㈡
項
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る

各
用
途
に
供
す
る
居
室
（
法
別
表
第
一

欄
㈡
項
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る

（い）

（い）

特
殊
建
築
物
が
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
（
特
定
主
要
構

特
殊
建
築
物
が
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
又
は
法
第
二
条
第

造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途
に

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
部
分
で
床
面

供
す
る
特
殊
建
築
物
の
部
分
で
床
面
積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
共
同
住

積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
共
同
住
宅
の
住
戸
に
あ
つ
て
は
、
二
百
平
方

宅
の
住
戸
に
あ
つ
て
は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造

メ
ー
ト
ル
）
以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第

の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で

九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
の
居
室
を
除

区
画
さ
れ
て
い
る
部
分
の
居
室
を
除
く
。
）
の
壁
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一

く
。
）
の
壁
（
床
面
か
ら
の
高
さ
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く

・
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
天

。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は

井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋
根
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

、
屋
根
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り

。
）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部

縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
仕
上
げ
を
第
一
号
に
掲
げ

同
じ
。
）
の
仕
上
げ
を
第
一
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
、
当
該
各
用
途
に
供
す

る
仕
上
げ
と
、
当
該
各
用
途
に
供
す
る
居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊

る
居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び

下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ

天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
し
な

を
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

階
数
が
三
以
上
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
、

４

階
数
が
三
以
上
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
、

階
数
が
二
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
又
は
階
数
が

階
数
が
二
で
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
又
は
階
数
が

一
で
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（
学
校
等
の
用
途

一
で
延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
（
学
校
等
の
用
途

に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
居
室
（
床
面
積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル

に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
居
室
（
床
面
積
の
合
計
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ

以
内
ご
と
に
準
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ

に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造

に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造

で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
、
か
つ
、
法
別
表
第
一

欄
に
掲
げ
る
用
途
に
供

で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
、
か
つ
、
法
別
表
第
一

欄
に
掲
げ
る
用
途
に
供

（い）

（い）

し
な
い
部
分
の
居
室
で
、
主
要
構
造
部
を
準
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
の
高

し
な
い
部
分
の
居
室
で
、
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
又
は
法

さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
壁
及
び
天

第
二
条
第
九
号
の
三
イ
に
該
当
す
る
建
築
物
の
高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
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井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
仕

下
の
部
分
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分

上
げ
と
、
居
室
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
の

の
仕
上
げ
を
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
、
居
室
か
ら
地
上

壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
の
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面

仕
上
げ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
表

欄
㈡
項
に
掲
げ
る
用

す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
し
な
け
れ
ば
な

（い）

途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
の
高
さ
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て

ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
表

欄
㈡
項
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物

（い）

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
高
さ
三
十
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
別
の
建
築
物
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
）

第
百
二
十
八
条
の
六

第
百
十
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
は

（
新
設
）

、
こ
の
章
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
建
築
物
と
み
な
す

。（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
区
画
部
分
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）

（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
区
画
部
分
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）

第
百
二
十
八
条
の
七

居
室
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
で
、
準
耐
火
構
造
の
床

第
百
二
十
八
条
の
六

居
室
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
で
、
準
耐
火
構
造
の
床

若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
第
百

若
し
く
は
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
第
百

十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
た
も

十
二
条
第
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
で
区
画
さ
れ
た
も

の
（
二
以
上
の
階
に
わ
た
つ
て
区
画
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

の
（
二
以
上
の
階
に
わ
た
つ
て
区
画
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
区
画
部
分
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
区
画
部
分
が
区
画
避
難

お
い
て
「
区
画
部
分
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
区
画
部
分
が
区
画
避
難

安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
区
画
避
難
安
全
検
証
法

安
全
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
区
画
避
難
安
全
検
証
法

に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
建
築
物

に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
又
は

（
特
定
主
要
構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
建
築
物
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に

不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
建
築
物
の
区
画
部
分
に
限
る
。
）
又
は
国
土
交
通
大

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
主
要
構
造
部
が
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
建
築
物
の
区

臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十

画
部
分
に
限
る
。
）
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て

六
条
の
三
及
び
前
条
（
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る

は
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
及
び
第
百
二
十
八
条
の
五

部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

43
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（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
の
階
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）

（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
の
階
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）

第
百
二
十
九
条

建
築
物
の
階
（
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
途
に
供
す
る

第
百
二
十
九
条

建
築
物
の
階
（
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗
の
用
途
に
供
す
る

建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
屋
上
広
場
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
四
項

建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
屋
上
広
場
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
四
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
当
該
階
が
階
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
当
該
階
が
階
避
難
安
全
性
能
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
階
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の

（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
建
築
物
又
は
主
要
構
造
部
が
不
燃
材

（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
又
は
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
建
築

料
で
造
ら
れ
た
建
築
物
の
階
に
限
る
。
）
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受

物
の
階
に
限
る
。
）
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て

け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
三
条
第

は
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二

三
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
十
号
（
屋
内
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
に
通

号
、
第
十
号
（
屋
内
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
に
通
ず
る
出
入
口
に
係
る

ず
る
出
入
口
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
二
号
、
第
百
二
十
四
条
第

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
二
号
、
第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百

一
項
第
二
号
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
並
び
に
第
百
二

二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
並
び
に
第
百
二
十
八
条
の
五
（
第
二

十
八
条
の
五
（
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分
を

項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は

除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

、
適
用
し
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）

（
避
難
上
の
安
全
の
検
証
を
行
う
建
築
物
に
対
す
る
基
準
の
適
用
）

第
百
二
十
九
条
の
二

建
築
物
の
う
ち
、
当
該
建
築
物
が
全
館
避
難
安
全
性
能

第
百
二
十
九
条
の
二

建
築
物
の
う
ち
、
当
該
建
築
物
が
全
館
避
難
安
全
性
能

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
全
館
避
難
安
全
検
証
法
に
よ
り
確

か
め
ら
れ
た
も
の
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
も
の
（
特
定
主
要

か
め
ら
れ
た
も
の
（
主
要
構
造
部
が
準
耐
火
構
造
で
あ
る
か
又
は
不
燃
材
料

構
造
部
が
耐
火
構
造
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
主
要
構
造
部
が
不
燃
材

で
造
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

料
で
造
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も

（
次
項
に
お
い
て
「
全
館
避
難
安
全
性
能
確
認
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に
つ

の
（
次
項
に
お
い
て
「
全
館
避
難
安
全
性
能
確
認
建
築
物
」
と
い
う
。
）
に

い
て
は
、
第
百
十
二
条
第
七
項
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
及
び
第
十

つ
い
て
は
、
第
百
十
二
条
第
七
項
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
及
び
第

八
項
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び

十
八
項
、
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及

第
六
号
、
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
十

び
第
六
号
、
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第

号
及
び
第
十
二
号
、
第
百
二
十
四
条
第
一
項
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び

十
号
及
び
第
十
二
号
、
第
百
二
十
四
条
第
一
項
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及

第
三
項
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
並
び
に
第
百
二
十
八

び
第
三
項
、
第
百
二
十
六
条
の
二
、
第
百
二
十
六
条
の
三
並
び
に
第
百
二
十

条
の
五
（
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分
を
除
く

八
条
の
五
（
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
階
段
に
係
る
部
分
を
除

。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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（
非
常
用
の
昇
降
機
の
設
置
を
要
し
な
い
建
築
物
）

（
非
常
用
の
昇
降
機
の
設
置
を
要
し
な
い
建
築
物
）

第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
二

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で

第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
二

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
政
令
で

定
め
る
建
築
物
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
建
築
物
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

高
さ
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
の
階
数
が
四
以
下
の
特
定
主
要

三

高
さ
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
の
階
数
が
四
以
下
の
主
要
構
造

構
造
部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
で
、
当
該
部
分
が
床
面
積
の
合
計
百

部
を
耐
火
構
造
と
し
た
建
築
物
で
、
当
該
部
分
が
床
面
積
の
合
計
百
平
方

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火

メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
耐
火
構
造
の
床
若
し
く
は
壁
又
は
特
定
防
火
設
備

設
備
で
そ
の
構
造
が
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲

で
そ
の
構
造
が
第
百
十
二
条
第
十
九
項
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る

げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法

要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用

を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
廊
下
に
面

い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
廊
下
に
面
す
る

す
る
窓
で
開
口
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に
設
け
ら
れ
る
法

窓
で
開
口
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に
設
け
ら
れ
る
法
第
二

第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
を
含
む
。
）
で
区
画
さ
れ

条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
を
含
む
。
）
で
区
画
さ
れ
て
い

て
い
る
も
の

る
も
の

四

（
略
）

四

（
略
）

（
耐
火
建
築
物
と
同
等
以
上
の
延
焼
防
止
性
能
を
有
す
る
建
築
物
等
）

（
耐
火
建
築
物
と
同
等
以
上
の
延
焼
防
止
性
能
を
有
す
る
建
築
物
等
）

第
百
三
十
五
条
の
二
十

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
政
令
で
定
め
る

第
百
三
十
五
条
の
二
十

法
第
五
十
三
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
政
令
で
定
め
る

建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
建
築
物
と
す
る
。

建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
建
築
物
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
前
号
の
防
火
設
備
が
第
百

二

壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
前
号
の
防
火
設
備
が
第
百

三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
法
第
六
十

三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
法
第
六
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に

一
条
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
る
認

よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
防
火
地
域
又
は
準
防
火
地
域
内
の
建
築
物
の
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
部
分

（
防
火
地
域
又
は
準
防
火
地
域
内
の
建
築
物
の
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
部
分

及
び
防
火
設
備
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

及
び
防
火
設
備
の
性
能
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
百
三
十
六
条
の
二

法
第
六
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準

第
百
三
十
六
条
の
二

法
第
六
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、
次

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
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の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

一

防
火
地
域
内
に
あ
る
建
築
物
で
階
数
が
三
以
上
の
も
の
若
し
く
は
延
べ

一

防
火
地
域
内
に
あ
る
建
築
物
で
階
数
が
三
以
上
の
も
の
若
し
く
は
延
べ

面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
建

面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
又
は
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
建

築
物
で
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
の
も
の
若
し
く
は
延
べ
面
積
が
千
五

築
物
で
地
階
を
除
く
階
数
が
四
以
上
の
も
の
若
し
く
は
延
べ
面
積
が
千
五

百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
基
準

る
基
準

イ

特
定
主
要
構
造
部
が
第
百
七
条
各
号
又
は
第
百
八
条
の
四
第
一
項
第

イ

主
要
構
造
部
が
第
百
七
条
各
号
又
は
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号

一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
外
壁
開
口
部
設
備

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
外
壁
開
口
部
設
備
（
外

（
外
壁
の
開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
設
け
る
防
火
設
備

壁
の
開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
設
け
る
防
火
設
備
を
い

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
百
九
条
の
二
に
規
定

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
第
百
九
条
の
二
に
規
定
す
る

す
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
準
防
火
地
域
内

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
準
防
火
地
域
内
に
あ

に
あ
る
建
築
物
で
法
第
八
十
六
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

る
建
築
物
で
法
第
八
十
六
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

も
の
の
外
壁
開
口
部
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
外
壁
開
口
部
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

当
該
建
築
物
の
特
定
主
要
構
造
部
、
防
火
設
備
及
び
消
火
設
備
の
構

ロ

当
該
建
築
物
の
主
要
構
造
部
、
防
火
設
備
及
び
消
火
設
備
の
構
造
に

造
に
応
じ
て
算
出
し
た
延
焼
防
止
時
間
（
建
築
物
が
通
常
の
火
災
に
よ

応
じ
て
算
出
し
た
延
焼
防
止
時
間
（
建
築
物
が
通
常
の
火
災
に
よ
る
周

る
周
囲
へ
の
延
焼
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
い
う
。
以
下
こ

囲
へ
の
延
焼
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
建
築
物
の
特
定
主
要
構
造
部
及
び

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
建
築
物
の
主
要
構
造
部
及
び
外
壁
開
口

外
壁
開
口
部
設
備
が
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
仮
定
し
た
場
合

部
設
備
（
以
下
こ
の
ロ
及
び
次
号
ロ
に
お
い
て
「
主
要
構
造
部
等
」
と

に
お
け
る
当
該
特
定
主
要
構
造
部
及
び
外
壁
開
口
部
設
備
の
構
造
に
応

い
う
。
）
が
イ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
け

じ
て
算
出
し
た
延
焼
防
止
時
間
以
上
で
あ
る
こ
と
。

る
当
該
主
要
構
造
部
等
の
構
造
に
応
じ
て
算
出
し
た
延
焼
防
止
時
間
以

上
で
あ
る
こ
と
。

二

防
火
地
域
内
に
あ
る
建
築
物
の
う
ち
階
数
が
二
以
下
で
延
べ
面
積
が
百

二

防
火
地
域
内
に
あ
る
建
築
物
の
う
ち
階
数
が
二
以
下
で
延
べ
面
積
が
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
又
は
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
建
築
物
の
う
ち

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
又
は
準
防
火
地
域
内
に
あ
る
建
築
物
の
う
ち

地
階
を
除
く
階
数
が
三
で
延
べ
面
積
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

地
階
を
除
く
階
数
が
三
で
延
べ
面
積
が
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
若
し
く
は
地
階
を
除
く
階
数
が
二
以
下
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー

の
若
し
く
は
地
階
を
除
く
階
数
が
二
以
下
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

次
の
イ
又
は
ロ
の
い

ト
ル
を
超
え
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

次
の
イ
又
は
ロ
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準

ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

当
該
建
築
物
の
主
要
構
造
部
、
防
火
設
備
及
び
消
火
設
備
の
構
造
に

ロ

当
該
建
築
物
の
主
要
構
造
部
、
防
火
設
備
及
び
消
火
設
備
の
構
造
に

応
じ
て
算
出
し
た
延
焼
防
止
時
間
が
、
当
該
建
築
物
の
主
要
構
造
部
及

応
じ
て
算
出
し
た
延
焼
防
止
時
間
が
、
当
該
建
築
物
の
主
要
構
造
部
等
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